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弥生時代の再葬制

論

文
要
旨

　
東

日
本
の
弥
生
時
代
前
半
期
に
は
、
人
の
遺
体
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
骨
化
し
た
あ
と
、

そ

の

一
部
を

壼
に
納
め
て
埋
め
る
再
葬
制
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
。
再
葬
関
係
と
考
え
ら
れ

て

い

る
諸
遺
跡
の
様
相
は
、
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
再
葬
の
諸
過
程
が
別
々
の
場

所
に
遺
跡
と
な
っ
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
再
葬
は
、
土
葬
－
発
掘
ー
選
骨
－
壼
棺
に
納
骨
し
墓
地
に
埋
め
る
ー
の
こ
っ
た
骨
を
焼

く
、
ま
た
は
、
土
葬
を
省
略
し
て
た
だ
ち
に
遺
骸
の
解
体
ー
選
骨
…
…
の
過
程
を
た
ど
る
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
遺
体
は
ま
ず
骨
と
肉
に
分
離
し
、
つ
い
で
骨
を
割
っ
た
り
焼
い

た
り
し
て
細
か
く
破
砕
し
て
い
る
。
骨
を
本
来
の
形
を
と
ど
め
な
い
ま
で
に
徹
底
的
に
破
壊

す

る
こ
と
は
、
彷
復
す
る
死
霊
や
悪
霊
が
と
り
つ
い
て
復
活
す
る
こ
と
を
防
こ
う
と
す
る
意

図
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
は
死
霊
な
ど
を
異
常
に
恐
れ
る
風
潮
が
存

在
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
は
ま
た
、
人
の
歯
や
指
骨
を
素
材
に
し
た
装
身
具
が
流
行
し
た
。
こ
れ
は
、

死

者
を
解
体
・
選
骨
す
る
時
に
、
そ
れ
ら
を
抜
き
取
っ
て
穿
孔
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
部

の

人
に
限

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
人
が
生
前
に
占
め
て
い
た
身
分
や
位
置
な
ど

を

継
承

し
た
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
遺
族
の
一
部
が
身
に
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
再
葬
墓
地
の

分
析
に
よ
れ
ぽ
、
十
基
前
後
を
一
単
位
と
す
る
小
群
が
い
く
つ
も
集
ま
っ
て

一
つ
の

墓
地
を

形
成

し
て
い
る
。
そ
の
あ
り
方
は
縄
文
時
代
の
墓
地
と
共
通
す
る
。
し
た
が

っ

て
、
小
群
の
単
位
は
、
代
々
の
世
帯
で
あ
る
と
推
定
す
る
。

　
再
葬
墓
は
、
縄
文
時
代
晩
期
の
信
越
地
方
の
火
葬
を
伴
う
再
葬
を
先
駆
と
し
て
、
弥
生
時

代
前
半
期
に
発
達
し
た
の
ち
、
弥
生
中
期
中
ご
ろ
に
終
り
、
あ
と
は
方
形
墳
丘
墓
に
と
っ
て

か
わ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
再
葬
例
は
関
東
地
方
で
は
六
世
紀
の
古
墳
で
も
知
ら
れ
て
い
る
の

で
、
弥
生
時
代
後
半
期
に
は
人
骨
を
遺
存
し
た
墓
が
稀
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
確
認
が
遅
れ

て

い

る
だ
け
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
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人
の

遺
体
を

土
葬
や
火
葬

な
ど
な
ん
ら
か
の
手
段
で
骨
化
し
た
あ
と
、
そ
の
骨
を

埋
め

る
葬
法
を
再
葬
と
呼
ぶ
な
ら
ぽ
、
再
葬
は
中
部
・
関
東
地
方
の
縄
文
晩
期
か
ら

弥
生
中
期
に
か
け
て
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
再
葬
の
痕
跡
は
、
西
日
本
で
も
、
た

と
え
ば
山
口
県
土
井
ケ
浜
遺
跡
や
鹿
児
島
県
広
田
遺
跡
な
ど
で
多
数
例
発
見
さ
れ
て

い

る
。
縄
文
・
弥
生
時
代
の
再
葬
は
、
以
前
に
埋
葬
し
た
遺
体
を
、
な
ん
ら
か
の
機

会
に
掘

り
当
て
た
た
め
に
改
葬
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
「
火
葬
」
は
、
遺
体
が
た

ま
た
ま
火
を
う
け
て
焼
け
た
も
の
で
あ
っ
て
真
の
火
葬
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
こ
れ

ら
を
偶
発
的
・
例
外
的
な
出
来
事
と
し
て
す
ま
せ
て
き
た
従
来
の
認
識
は
通
用
し
な

く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
近

年
、
中
部
・
関
東
・
東
北
地
方
で
弥
生
1
～
W
期
（
前
・
中
期
）
の
再
葬
墓
の

良
好
な
遺
跡
が
い
く
つ
か
発
掘
・
報
告
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
方
面
に
関
心
を
も
つ
諸

研
究

者
の
努
力
に
よ
っ
て
、
基
礎
資
料
の
蓄
積
も
進
ん
で
き
た
。
筆
者
も
ま
た
、
愛

知
県
伊
川

津
遺
跡
で
縄
文
晩
期
の
再
葬
墓
多
数
に
遭
遇
し
、
再
葬
に
つ
い
て
考
え
る

機
会
が
あ
っ
た
。

　
小
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
、
地
域
を
東
日
本
に
限
定
し
て
、
弥
生

時
代
の
再
葬
の
過
程
を
復
元
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
系
譜
、
意
義
な
ど
に
つ
い
て
考

え
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

再
葬
過
程
の
復
元

　
「
再
葬
」
遺
跡
の
諸
相
　
　
こ
れ
ま
で
関
東
～
東
北
地
方
南
部
か
ら
弥
生
時
代
の
再

葬
墓
と
し
て
報
告
さ
れ
た
遺
跡
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
（
表
－
）
。

表

1
　
「
再
葬
」
遺
跡
の
諸
例

群
馬
県
岩
櫃
山

鷹
ノ
巣

群
馬
県
八
束
脛

千
葉
県
岩
名
天

神
前

栃
木
県
出
流
原

神
奈
川
県
大
浦

山茨
城
県
殿
内

新
潟
県
緒
立

福
島
県
牡
丹
平

福
島
県
根
古
屋

岩
手
県
熊
穴

秋
田
県
生
石
2

遺
跡

洞洞
穴穴洞開開

穴地地
開開
地地

開開
地地

洞
穴

開
地

棺

棺

内

棺

外

壼
・
甕

棺
な
し

壼
・
甕

壼
・
甕

棺
な
し

壼棺
な
し

壼壼

二
甕

棺
な
し

壼

焼
け
て

い
な

い
人
骨
の
一

部焼
け
て

い

な
い
人
骨
の
一

部
、
焼
け
た
人
骨
の
一
部

焼
け
た
骨

焼
け
て

い

な
い
人
骨
二

体
）
の
一
部

焼
け

た
人
骨
の
一
部
、
三

九
基

ー

焼
け
て

い
な
い
人
骨
の
一

部

（
二
体
分
）

焼
け
た
人
骨
（
三
四
体
分

以

上
）
の
細
片
多
数
、
加

工
人
歯
骨

焼
け
て

い

な
い
人
骨
一
体

焼
け
て
い
な
い
人
骨
（
八

体
分
）
の
破
片
多
数
、
幼

児
の
完
全
人
骨
一
体

焼
け
た
人
骨

（
七
体
分
以

上
）
の
細
片
多
数
、
加
工

人
骨

焼

け
た
人
骨
（
一
〇
〇
体

分
以
上
）
の
細
片
多
数
、

四

ニ
キ

ロ

グ

ラ
ム
、
加
工

人
歯
骨

焼
け
て
い
な
い
人
骨
（
七

体
分
）
の
一
部
、
一
点
の

み
焼
け
た
人
骨

人
骨
細
片
多
数

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
み
ら
れ
る
多
様
性
は
現
象
面
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
実

際
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
以
下
、
諸
遺
跡
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
な
が

ら
、
再
葬
の
過
程
を
復
元
し
て
み
た
い
。

　
遺
体
を
埋
め
る
　
　
再
葬
と
い
う
ば
あ
い
、
初
葬
は
土
葬
ま
た
は
風
葬
を
指
す
の

が

普
通
で
あ
る
。
風
葬
は
痕
跡
を
の
こ
し
に
く
い
か
ら
、
土
葬
の
ぽ
あ
い
を
と
り
あ
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げ
て
み
よ
う
。
初
葬
が
土
葬
で
あ
れ
ば
、
再
葬
の
た
め
に
遺
体
を
取
り
だ
し
た
あ
と

に
、
初
葬
時
の
墓
穴
が
の
こ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
方
式
で
再
葬
す
る
な
ら
ば
、
再

葬
の
墓
の
数
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
初
葬
時
の
空
に
な
っ
た
墓
穴
の
数
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
初
葬
と
再
葬
が
ま
っ
た
く
同
じ
地
点
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
よ
う
に
単
純
に
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の

ぼ

あ
い
、
初
葬
の
墓
穴
と
再
葬
の
墓
穴
と
の
間
に
多
少
の
ズ
レ
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う

か

ら
、
て
い
ね
い
に
発
掘
す
れ
ぽ
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

　
実
際
の
遺
跡
で
具
体
例
に
あ
た
っ
て
み
よ
う
。

　
福
島

県
伊
達
郡
霊
山
町
根
古
屋
遺
跡
で
は
、
河
岸
段
丘
上
に
六
基
の
土
坑
と
再
葬

墓
二
五
基
が
、
同
じ
空
間
に
重
複
す
る
形
で
分
布
し
て
い
た
〔
梅
宮
・
大
竹
編
一
九

八

六
〕
（
図
1
4
）
。
土
坑
六
基
の
う
ち
二
基
は
底
部
に
ベ
ン
ガ
ラ
が
お
い
て
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
初
葬
時
の
墓
穴
と
推
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
長
さ
二
～
二
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、

幅
一
・
五
～
一
・
八
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
を
も
っ
て
お
り
、
成
人
を
伸
展
葬
す
る
に

十
分

な
規
模
で
あ
る
。
の
こ
り
の
四
基
は
、
長
さ
約
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
一
・

三

メ
ー
ト
ル
と
長
さ
一
～
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
○
・
八
～
一
メ
ー
ト
ル
の
大
小

が

あ
り
、
前
者
は
伸
展
葬
、
後
者
は
屈
葬
で
あ
れ
ぽ
、
墓
穴
と
し
て
お
か
し
く
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
二
基
は
再
葬
墓
の
下
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
他
の
三
基
の
上
に

も
一
基
の
再
葬
墓
が
少
し
ず
つ
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
土
坑
は
こ
の
遺
跡

で
再
葬
墓
を
つ
く
り
始
め
た
初
期
の
段
階
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
付
近
に
再
葬
墓
を
も
っ
と
も
盛
ん
に
つ
く
っ
た
時
期
の
空
に
な
っ
た
墓
穴
は
、

ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
六
基
の
土
坑
が
初
葬
時
の
墓
穴
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
初
葬
は
一
般
的
に
土
葬
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

　
新
潟
県
新
発

田
市
村
尻
遺
跡
〔
関
・
石
川
ほ
か
一
九
八
二
〕
（
図
－
）
は
、
台
地
上

に

立
地

し
、
九
～
一
〇
基
の
再
葬
墓
群
中
に
位
置
す
る
A
区
4
号
土
坑
が
初
葬
時
の

墓
穴
の

疑
い
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
坑
内
に
は
焼
け
た
人
骨
が
あ
っ
た
が
、

土
坑
の
壁
や
底
面
に
受
熱
の
痕
跡
が
な
く
、
炭
化
物
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
は
土
坑
外
か
ら
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
A
区
1
2
号
土
坑
墓

（
図
2
）
は
長
さ
一
七
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
九
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
判
形
を

呈

し
、
片
隅
に
焼
け
た
人
骨
の
堆
積
が
あ
り
、
そ
の
上
に
壼
と
人
形
土
器
が
の
っ
て

い

た
。
し
か
し
、
報
告
者
は
、
「
土
坑
プ
ラ
ソ
や
土
層
・
遺
物
に
乱
れ
は
な
い
か
ら

本
来
一
次
葬
で
あ
っ
た
の
を
掘
り
起
こ
し
て
再
び
再
葬
に
利
用
し
た
と
の
考
え
は
成

立

し
な
い
」
と
主
張
し
、
人
骨
は
完
全
に
消
失
し
て
い
る
が
、
成
人
の
屈
葬
遺
体

が

あ
り
、
焼
人
骨
や
土
器
は
こ
れ
に
添
え
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る

〔
関
・
石
川
ほ
か
一
九
八
二
“
一
〇
四
〕
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
発
掘
さ
れ
た
再
葬
墓
の
数

に
比
較
す

る
と
、
初
葬
の
痕
跡
は
同
一
地
点
に
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
状
況
で
あ
る
。

　
茨
城
県
那
賀
郡
大
宮
町
小
野
天
神
前
遺
跡
〔
阿
久
津
一
九
七
七
〕
は
、
河
岸
段
丘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

上
に
立
地

し
、
二
〇
基
の
再
葬
墓
が
発
掘
さ
れ
た
が
、
初
葬
と
認
定
で
き
る
よ
う
な

墓
穴
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
（
図
－
）
。
再
葬
の
壼
を
い
く
つ
か
納
め
た
土
坑
の
形
と

大

き
さ
は
、
再
葬
の
際
に
掘
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
な
お
、
他
よ

り
規
模
の
大
き
い
2
号
墓
は
、
お
そ
ら
く
二
基
の
再
葬
墓
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

　
そ

れ
に
対

し
て
、
群
馬
県
藤
岡
市
沖
H
遺
跡
〔
荒
巻
・
若
狭
ほ
か
一
九
八
六
〕
は
、

自
然
堤
防
上
に
立
地
し
、
三
二
×
三
六
メ
ー
ト
ル
の
発
掘
範
囲
内
に
土
器
棺
を
埋
め
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ー
」

、
、

図2　新潟県村尻遺跡A区12号土坑墓と出土土器、A区91号墓と

　　　出土土器〔関・石川ほか1982から作成〕
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た
土
坑
二
七
基
が
土
器
棺
を
も
た
な
い
長
円
形
、
円
形
、
長
方
形
、
方
形
な
ど
の
土

坑
三
二
基
を

伴
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
土
坑
群
は
、
間
に
二
本
の
細
い
溝
を
は
さ
ん

で

A
・
B
の
二
群
に
分
か
れ
て
分
布
し
て
い
た
（
図
1
・
3
）
。
A
群
は
土
器
棺
墓
一

六
基
、
土
坑
一
九
基
、
B
群
は
土
器
棺
墓
一
一
基
、
土
坑
五
基
で
あ
る
。
土
坑
は
、

こ
の
二
群
か
ら
離
れ
て
さ
ら
に
八
基
あ
る
。
土
器
棺
墓
と
土
坑
と
は
、
数
に
お
い
て

は
バ

ラ
ン
ス
は
と
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
A
D
－
2
5
号
土
坑
（
図
3
）
は
、
覆

土
の

上
部
は

自
然
堆
積
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
部
は
二
箇
所
で
鋭
角
的
に
落
ち
込

む
様
子
が

観
察

さ
れ
、
「
数
回
に
亘
る
掘
り
込
み
（
掘
り
返
し
？
）
が
行
わ
れ
た
よ

う
で
あ
る
」
。
下
部
に
は
、
五
歳
～
二
〇
歳
代
の
性
別
不
明
の
数
人
分
の
歯
二
〇
点

と
、
大
で
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
骨
の
小
片
多
数
、
炭
化
物
を
包
含
し
て
い
た
。

そ

こ
で
、
報
告
者
は
こ
の
土
坑
を
「
数
回
の
埋
葬
と
、
掘
り
返
し
と
い
う
行
為
が
営

ま
れ
た
、
仮
設
的
な
埋
葬
施
設
で
あ
り
、
改
葬
に
伴
う
一
次
葬
の
場
で
あ
る
」
と
性

格
づ
け
て
い
る
〔
同
前
二
二
四
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
土
坑
は
発
掘
時
の
所
見

で

は
、
一
度
掘
っ
て
埋
ま
っ
た
（
埋
め
た
？
）
あ
と
、
再
度
掘
り
起
こ
し
た
よ
う
な

形
跡
は
示

し
て
お
ら
ず
、
報
告
者
は
「
性
格
は
不
明
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
土
坑

は
深

さ
が
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
土
器
棺
墓
の
深
さ
が
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
前
後
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
ひ
じ
ょ
う
に
浅
く
、
完
全
な
土
葬
は
考
え
に
く

い
。
そ
れ
で
も
土
坑
を
初
葬
の
た
め
と
い
う
の
で
あ
れ
ぽ
、
浅
い
土
坑
を
掘
っ
て
遺

体
を

置
い
た
あ
と
、
土
を
十
分
に
か
け
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
山
形
県
酒
田
市
生
石
2
遺
跡
〔
小
野
一
九
八
七
〕
は
、
沖
積
地
に
立
地
し
、
土
坑
、

再
葬

墓
、
「
台
石
遺
構
」
を
伴
う
骨
粉
散
布
か
ら
な
る
。
土
坑
一
五
基
は
径
約
一
ニ

メ
ー
ト
ル
の
弧
状
に
分
布
し
、
そ
こ
か
ら
約
六
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
、
壼
を
納
め
た
土

坑
八
基
が
五
×

九

メ
ー
ト
ル
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
土
坑
は
長

さ
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
円
な
い
し
楕
円
形
が
主
体
で
、
深
さ
は
五
～
二
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
に
す
ぎ
な
い
。
埋
土
中
に
礫
、
土
器
片
、
剥
片
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。

　
埼
玉
県
熊
谷
市
小
敷

田
遺
跡
は
、
沖
積
地
に
立
地
し
、
住
居
跡
と
濠
が
発
掘
さ
れ

て

い

る
池
上
遺
跡
と
対
に
な
る
遺
跡
で
あ
る
。
道
路
建
設
に
伴
う
帯
状
の
部
分
発
掘

で
、
皿
期
後
半
に
属
す
る
関
東
地
方
最
古
の
方
形
墳
丘
（
周
溝
）
墓
三
基
を
検
出
、

溝
の
中
に
一
段
深
く
掘
ら
れ
た
土
坑
に
一
～
二
個
の
壼
が
直
立
ま
た
は
横
転
し
て
お

り
、
再
葬
墓
の
状
況
を
呈
し
て
い
た
。
墳
丘
墓
の
中
央
主
体
は
削
平
を
う
け
て
消
失

し
て
い
た
。
そ
の
一
方
、
墳
丘
墓
に
接
し
て
八
基
の
土
坑
が
検
出
さ
れ
て
い
る
（
図
4
）
。

土
坑
は

長

さ
○
・
八
～
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
、
一
例
の
み
二
・
四
メ
ー
ト
ル
、
深
さ

一
〇

～
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
楕
円
～
円
形
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
区
の
方
形
墳

丘
墓
群
か

ら
百
メ
ー
ト
ル
余
り
離
れ
た
二
区
か
ら
も
円
～
楕
円
形
の
土
坑
が
一
七
基

検
出
さ
れ
た
。
遺
物
は
そ
の
う
ち
の
二
基
か
ら
打
製
土
掘
具
が
出
土
し
た
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
多
く
は
長
さ
一
・
一
～
一
・
七
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
一
〇
～
九
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
で
、
こ
れ
ら
も
墓
坑
の
可
能
性
が
つ
よ
い
。
そ
こ
で
、
墳
丘
墓
の
溝
内
埋
葬

と
関
連
づ
け
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
遺
跡
で
は
関
東
地
方
在
来
の
再
葬
墓
が
、
西
日
本
か

ら
伝
来
し
た
方
形
墳
丘
墓
の
内
部
主
体
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら

れ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ぽ
あ
い
は
、
初
葬
は
土
葬
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
一
般
に
初
葬
と
し
て
土
葬
を
お
こ
な
い
、
後
に

そ
の
骨
を
取
り
出
し
て
再
葬
を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
骨
化
の
方
法

が

す
べ
て
土
葬
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
、
ま
だ
十
分
に
あ
が
っ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
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遺
骸
を
解
体
す
る
　
　
神
奈
川
県
三
浦
市
大
浦
山
洞
穴
は
、
三
浦
半
島
の
先
端
に

位
置
す

る
海
蝕
洞
穴
で
あ
る
。
洞
穴
は
、
海
に
直
面
し
、
入
口
幅
八
メ
ー
ト
ル
、
高

さ
六
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
断
面
三
角
形
の
洞
穴
（
図
5
．
6
）
で
、
弥

生

W
期
（
宮
ノ
台
式
）
・
V
期
の
遺
跡
で
あ
る
〔
赤
星
一
九
六
七
〕
。
出
土
人
骨
を
調
べ

た
鈴
木
尚
は
、
こ
の
遺
跡
を
、
食
人
の
痕
跡
を
の
こ
す
遺
跡
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
は
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
成
人
人
骨
の
う
ち
、
頭
骨
に
は
「
斬

首
の

た

め
」
・
「
頭
皮
を
削
ぎ
け
ず
る
」
・
「
耳
を
そ
ぐ
」
・
「
脳
を
露
出
さ
せ
る
」
・
「
脳

を

取

り
出
す
」
際
の
切
り
傷
・
破
損
、
脊
椎
骨
に
は
「
斬
首
の
た
め
」
、
鎖
骨
に
は

「
大
胸
筋
を

は
が

す
」
、
肩
甲
骨
に
は
「
上
肢
の
離
断
の
た
め
」
、
上
腕
骨
に
は
「
肩

関
節
と
肘
関
節
を
離
断
」
す
る
・
「
骨
髄
食
？
」
、
骨
盤
に
は
「
下
肢
の
離
断
」
・
「
内

臓
露
出
？
」
、
大
腿
骨
に
は
「
大
腿
の
離
断
」
・
「
骨
髄
食
？
」
、
脛
骨
に
は
「
下
腿
の

離
断
」
・
「
骨
髄
食
？
」
、
腓
骨
に
は
「
足
関
節
に
て
離
断
」
、
足
骨
に
は
中
足
骨
か
ら

先
を

離
断
す

る
、
な
ど
の
切
り
傷
と
螺
旋
状
剥
離
を
も
つ
人
骨
の
破
砕
の
痕
跡
を
認

め
、
そ
れ
ら
が
動
物
を
解
体
し
た
と
き
の
切
傷
ま
た
は
、
動
物
の
骨
の
髄
を
食
べ
る

と
き
の
破
砕
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
（
図
6
）
。
そ
こ
で
、
鈴
木
は
、

縄
文
晩
期
の
愛
知
県
渥
美
郡
渥
美
町
伊
川
津
貝
塚
〔
鈴
木
一
九
三
八
〕
と
同
じ
く
、

大
浦
山

人
は
人

肉
食
の
習
俗
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
復
讐
で
あ
る
と
考
え
た

〔鈴
木

一
九
六
六
〕
・
〔
鈴
木
一
九
八
三
二
六
一
～
一
六
六
〕
。

　
そ

れ
に
対

し
て
私
は
、
一
九
八
四
年
の
伊
川
津
遺
跡
の
発
掘
で
多
数
の
再
葬
の
痕

跡
を

確
認
す
る
一
方
、
鈴
木
が
再
葬
の
習
俗
の
存
在
を
考
慮
せ
ず
に
伊
川
津
人
の
食

人
説
を

提
出
し
て
い
た
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
た
。
そ
こ
で
、
大
浦
山
洞
穴
の
人
骨
の

傷
は
再
葬
の
た
め
の
解
体
の
あ
と
と
み
な
し
、
ま
た
幼
児
の
完
全
な
遣
体
の
埋
葬
を

お

こ
な
っ
て
い
た
事
実
か
ら
、
復
讐
を
目
的
と
す
る
食
人
を
し
た
と
考
え
る
の
は
不

自
然
と
し
て
反
対
し
た
〔
春
成
一
九
八
六
二
四
六
～
一
四
七
〕
・
〔
春
成
一
九
八
八
‥
四

一〇
〕
。

　

し
か
し
、
鈴
木
の
食
人
説
の
根
拠
か
ら
重
要
な
事
実
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

す
な

わ

ち
、
獣
骨
と
人
骨
の
傷
が
ま
っ
た
く
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
体
は

肉
が
完
全
に
つ
い
て
い
る
と
き
に
解
体
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ

を
単
な
る
食
人
の
あ
と
で
は
な
く
、
再
葬
制
の
一
過
程
と
考
え
れ
ば
、
死
後
ま
も

な
く
遺
骸
の
解
体
に
と
り
か
か
り
、
さ
ら
に
は
骨
か
ら
肉
を
切
り
離
し
、
骨
だ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
、
そ
の
骨
を
ま
た
割
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ぽ
、
こ
の
ぽ
あ
い

は
、
初
葬
と
し
て
土
葬
や
曝
葬
な
ど
を
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　
抜
歯

し
た
人
骨
片
を
二
〇
体
分
以
上
出
土
し
た
こ
と
で
古
く
か
ら
有
名
な
千
葉
県

館
山
市
安
房
神
社
洞
穴
〔
大
場
一
九
三
三
〕
．
〔
小
金
井
一
九
三
三
〕
も
、
遺
骸
解
体
の

場

に
、
選
骨
後
の
人
骨
（
後
述
）
を
取
り
残
し
た
遺
跡
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ

の

時
期
は
、
抜
歯
習
俗
の
盛
行
、
オ
オ
ツ
タ
ノ
ハ
製
の
貝
輪
の
伴
出
な
ど
か
ら
判

断
す

る
と
、
か
つ
て
い
わ
れ
た
よ
う
な
古
墳
時
代
ま
で
く
だ
る
新
し
い
時
期
の
も
の

で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
弥
生
1
～
H
期
で
あ
ろ
う
。
遺
骨
に
解
体
用
の
傷
が
つ
い
て

い

る
例
は
、
根
古
屋
遺
跡
出
土
の
大
腿
骨
と
手
指
の
中
節
骨
に
も
あ
る
〔
馬
場
ほ
か

一
九
八
六

b
‥
一
一
八
～
一
一
九
〕
。
ま
た
、
新
潟
県
西
蒲
原
郡
黒
埼
町
緒
立
遺
跡
の
砂

層
中
か
ら
廃
棄
し
た
状
態
で
出
土
し
た
頭
蓋
骨
・
下
顎
骨
や
四
肢
骨
に
も
、
鋭
い
刃

物
に

よ
る
多
数
の
切
傷
が
の
こ
っ
て
い
た
〔
笹
川
ほ
か
一
九
八
三
”
九
八
・
一
〇
こ
・

〔外
山
ほ
か
一
九
八
九
…
一
〇
～
一
一
〕
・
〔
春
成
一
九
九
一
‥
九
三
・
九
五
〕
。

　
そ

こ
で
想
い
起
こ
す
こ
と
は
、
群
馬
県
吾
妻
郡
吾
妻
町
岩
櫃
山
鷹
ノ
巣
岩
陰
、
藤
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●洞穴遺跡

o
持田

　雨崎／
　大浦山

遊ケ崎〔毘沙門

　　三浦半島の遺跡分布

→打撃　　ぐ→切り傷　←〉⑳⇔破断

　　　大浦山人の遺骸解体法

∨
　0L－一一＿」＿」＿」5m　　　　　　　　　　l　　　　　　　　大浦山洞穴

　　　　　　　　　　図6　神奈川県蛭畑遺跡と大浦山洞穴、遺骸の解体法〔浅川ほか

　　　　　　　　　　　　　1987〕・〔鈴木1983〕・〔横須賀考古学会編1984から作成〕
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岡
市
沖
1
、
福
島
県
会
津
若
松
市
南
御
山
、
群
馬
県
利
根
郡
月
夜
野
町
八
束
脛
洞
穴

遺
跡

な
ど
か
ら
、
チ
ャ
ー
ト
・
黒
曜
石
・
安
山
岩
・
凝
灰
岩
・
碧
玉
な
ど
の
剥
片
や

石
核
が

出
土
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
出
土
遺
構
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
る
沖
－
遺

跡
で
み

る
と
、
土
器
棺
を
埋
め
た
土
坑
二
七
基
の
う
ち
剥
片
を
伴
っ
た
も
の
が
八
基
、

単

な
る
土
坑
四
九
基
の
う
ち
石
核
・
剥
片
を
伴
っ
た
も
の
が
一
九
基
あ
り
、
一
遺
構

か

ら
の
出
土
数
は
一
～
六
個
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
石
核
と
剥
片
、
剥
片
と
剥
片
が

互
い

に
接
合
す

る
も
の
が
あ
り
（
A
U
－
1
、
A
U
1
1
3
、
A
U
－
2
1
）
、
遺
跡
付
近

で
剥
片
を
作
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
通
常
の
生
活
の
場
で
は
な
い
場

所
に
の

こ
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
剥
片
は
埋
葬
と
の
関
連
で
作
り
使
っ
た
と

み

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
沖
H
遺
跡
出
土
の
剥
片
に
は
、
A
U
－
1
4
号
墓
出
土
の

「
刃
潰
し
状
の
細
か
い
剥
離
調
整
が
施
さ
れ
る
」
例
、
A
U
－
2
1
号
墓
出
土
の
「
何

ら
か
の
細
部
調
整
が
加
え
ら
れ
て
い
る
」
例
、
「
一
側
面
に
細
か
い
調
整
と
思
わ
れ

る
剥
離
が
み
ら
れ
る
」
「
ス
ク
レ
イ
パ
ー
と
も
思
わ
れ
る
」
例
、
A
U
1
2
2
号
墓
出

土
の

コ
端
に
刃
潰
し
状
の
細
か
い
調
整
が
残
さ
れ
て
い
る
L
例
、
A
U
1
2
3
号
墓
出

土
の

「
断
面

三
角
形
を
呈
し
、
一
側
面
に
表
裏
両
面
か
ら
の
剥
離
調
整
が
加
え
ら
れ

て

い

る
」
例
な
ど
が
あ
る
（
図
3
）
。
私
も
、
月
夜
野
町
歴
史
民
俗
資
料
館
で
八
束
脛

洞
穴
出
土
の
碧
玉
製
剥
片
に
刃
こ
ぼ
れ
が
生
じ
て
い
る
の
を
観
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
こ

れ

ら
は
、
指
の
切
断
に
始
ま
る
（
後
述
）
遺
骸
の
解
体
用
の
ナ
イ
フ
で
あ
っ
た

の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
〔
春
成
一
九
八
六
二
二
ご
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

八
束
脛
洞
穴
か

ら
出
土
し
て
い
る
太
型
蛤
刃
の
磨
製
石
斧
の
用
途
も
、
遺
体
を
解
体

す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
あ
え
ず

大
浦
山

洞
穴
で

は
、
成
人
の
遺
体
さ
ら
に
遺
骨
を
徹
底
的
に
破
壊
し
て
い
る
一
方
、

幼
児
の
遺
体
は
別
扱
い
し
て
い
た
事
実
を
確
認
し
て
前
へ
進
も
う
。

　
遺
体

を
煮
る
？
　
　
再
葬
に
使
っ
た
土
器
は
、
根
古
屋
遺
跡
で
は
、
九
四
個
の

壼
・
甕
の
う
ち
六
〇
個
（
う
ち
壼
は
四
一
個
）
の
内
外
面
に
炭
化
物
が
付
着
し
て
お

り
、
村
尻
遺
跡
で
も
三
四
個
の
土
器
の
う
ち
一
七
個
（
う
ち
壷
は
一
〇
個
）
に
ス
ス

の

付
着
が
認
め

ら
れ
た
。
ま
た
、
一
一
個
の
壼
に
は
器
面
の
小
剥
離
（
ハ
ジ
ケ
）
が

見

ら
れ
た
。
な
か
に
は
、
加
熱
に
よ
る
ヒ
ビ
割
れ
を
、
穿
孔
し
て
紐
で
縛
っ
て
補
修

し
た
り
、
漆
状
の
樹
脂
で
接
合
し
た
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
日
常

生
活
で
使
っ
て
い
た
容
器
を
棺
に
転
用
し
た
か
ら
だ
と
解
釈
さ
れ
た
り
〔
大
竹
一
九

八

六
”
五
六
〕
・
〔
石
川
一
九
八
七
二
五
〇
〕
、
「
壷
棺
埋
置
に
先
立
つ
い
ず
れ
か
の
時

点
で
火
熱
を
用
い
る
祭
儀
行
為
」
と
想
定
さ
れ
て
い
る
〔
石
川
一
九
八
九
二
八
〕
。

確
か

に
、
福
島
県
下
谷
ケ
地
平
C
遺
跡
の
住
居
趾
な
ど
生
活
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
壼

に
も
、
炭
化
物
の
付
着
が
顕
著
な
例
が
あ
る
し
〔
芳
賀
一
九
八
六
〕
、
再
葬
用
の
壼
・

甕
の
な
か
に
は
、
底
部
が
使
用
に
よ
っ
て
磨
滅
し
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
、
日
常
生

活
で
使
っ
て
い
た
も
の
を
転
用
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
か
に
は

被
葬
者
が
生
前
愛
用
し
て
い
た
壷
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
期
に

は
壼

も
煮
沸
具
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
っ
た
〔
佐
藤
一
九
八
五
〕
の
は
確
か
で
あ
る

が
、
村
尻
遣
跡
出
土
の
人
形
土
器
の
よ
う
に
、
再
葬
用
に
作
っ
た
土
器
で
、
火
を
う

け

た
あ
と
補
修
し
た
確
実
な
例
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
再
葬
墓
出
土
の
壼
や
甕
が

う
け
た
火
熱
は
、
基
本
的
に
再
葬
と
関
連
づ
け
て
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

で

は
、
甕
や
壼
は
何
を
煮
沸
す
る
の
に
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
物
に
あ
た
っ

て

観
察
す
る
と
、
ス
ス
が
付
い
た
の
は
埋
葬
す
る
寸
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

に
、
黒
々
と
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
ぽ
あ
い
が
あ
る
。
埋
葬
と
直
接
関
連
の
あ
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る
も
の
を
煮
た
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
千
葉
県
佐
倉
市
岩

名
天
神
前
遺
跡
1
号
墓
の
1
号
壼
の
な
か
か
ら
、
近
位
端
と
遠

位
端

を
欠
く
脛
骨
片
（
長
さ
一
九
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
近
位
端
の
太
さ
三
・
五

×

二
・

一
セ
ン

チ

メ
ー
ト
ル
）
が
出
土
し
た
が
、
壼
の
口
の
も
っ
と
も
細
く
な
っ
た

頸
部
の

内
径
は
七
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
す
ぎ
な
い
（
深
さ
は
三
八
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
。
そ
の
骨
を
土
器
に
納
め
る
時
は
骨
だ
け
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
な
る
と
、
そ
れ
以
前
に
骨
か
ら
肉
を
完
全
に
落
と
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
れ
は
、
一
次
的
に
土
葬
し
て
お
い
て
骨
化
し
た
も
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

骨
か

ら
肉
を
掻
き
落
と
し
て
骨
だ
け
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の

ば

あ
い
だ
と
、
肉
は
時
間
を
か
け
て
煮
た
ほ
う
が
骨
か
ら
剥
が
し
や
す
い
。
付
着
物

な
ど
の
脂
肪
酸
分
析
に
よ
る
証
明
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
私
は
、
甕
や
壷
で
煮

た
の

は
、
人
肉
で
あ
っ
た
可
能
性
も
推
定
す
る
。
岩
名
天
神
前
遣
跡
の
壼
の
内
部
に

の

こ
っ
て
い
た
人
骨
は
、
遣
体
を
解
体
し
、
煮
た
場
所
で
、
壼
に
納
め
る
際
に
邪
魔

に
な

る
近
位
端
と
遠
位
端
の
関
節
部
を
打
ち
欠
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、

肉
の
つ
い
た
大
き
な
骨
を
壼
に
い
れ
て
煮
る
に
は
、
頸
部
が
細
す
ぎ
る
か
ら
、
そ
の

ば
あ
い
に
は
甕
を
使
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

遺
体

を
焼
く
　
　
こ
の
時
期
の
再
葬
は
、
し
ぽ
し
ば
火
葬
を
伴
っ
て
い
る
の
が
特

徴
的
で
あ
る
。

　

群
馬
県
八
束
脛
洞
穴
は
、
石
尊
山
（
標
高
七
四
五
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
派
生
し
た
溶

結
凝
灰
岩
の
岩
山
の
頂
上
近
く
の
崖
面
に
縦
に
四
箇
所
あ
い
た
洞
穴
の
う
ち
、
最
上

部
の

D
洞
（
幅
一
二
・
六
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
五
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三
・
七
メ
ー

ト
ル
）
の
内
部
の
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
焼
骨
の
細
片
多
数
が
散
乱
し
て
い
る
。
所

属
時
期
を

示
す
土
器
（
皿
期
、
須
和
田
式
）
は
小
破
片
こ
そ
出
土
し
て
い
る
が
、
三
四

人
分
以

上
と
推
定
さ
れ
る
人
骨
を
収
納
す
る
た
め
の
土
器
の
数
と
し
て
は
、
あ
ま
り

に

も
少
な
す
ぎ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
人
骨
を
納
め
た
土
器
棺
の
存
在
は
明
ら

か
で

な
い
。
そ
こ
で
、
報
告
者
は
、
こ
の
洞
穴
が
再
葬
の
場
で
あ
る
と
い
う
前
提
の

も
と
に
、
こ
の
遺
跡
で
は
再
葬
は
焼
骨
を
土
葬
ま
た
は
散
布
す
る
形
態
と
推
定
し
て

い

る
〔
宮
崎
ほ
か
一
九
八
五
二
〇
三
〕
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
関
東
地
方
で
再
葬

す

る
際
に
、
人
骨
を
散
布
す
る
葬
法
（
散
骨
、
散
葬
）
は
確
実
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。
類
似
す
る
例
は
神
奈
川
県
三
浦
半
島
の
大
浦
山
洞
穴
や
間
口
洞
穴
遺
跡
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
ぼ
あ
い
も
別
な
解
釈
が
可
能
な
こ
と
は
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
福
島
県
根
古
屋
遺
跡
で
は
、
火
を
う
け
た
人
骨
の
小
破
片
多
数
が
約
二
×
ニ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
範
囲
に
、
厚
さ
一
〇
～
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
層
を
形
成
し
て
い
た

（
図

1
4
）
。
そ
の
層
は
、
再
葬
墓
を
お
お
っ
て
お
り
、
近
辺
に
火
葬
の
場
が
存
在
し
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
、
人
骨
の
な
い
土
坑
が
六
基
発
見
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
再
葬
墓
と
同
じ
時
期
の
も
の
と
す
れ
ば
、
土
坑
に
い
っ
た
ん
埋

葬
し
た
の
ち
遺
体
を
掘
り
出
し
、
火
葬
し
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
初
葬
と
再

葬
の
場
が
重
複
し
て
い
る
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
根
古
屋
遺
跡
の
ば
あ
い
は
、
壼
に
ス
ス
が
付
い
て
い
る
一
方
、
再
葬

さ
れ
た
人
骨
も
す
べ
て
焼
か
れ
て
細
片
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は

遺
体
は
煮
る
過
程
と
焼
く
過
程
を
経
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
と
す
れ
ば
、
人

骨
を

焼
く
と
き
は
骨
に
有
機
質
は
の
こ
っ
て
い
る
が
、
肉
は
ほ
と
ん
ど
つ
い
て
い
な

か

っ

た

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

新
潟
県
村
尻
遺
跡
で

は
、
前
述
の
A
区
1
2
号
土
坑
墓
は
、
底
の
片
隅
に
、
七
六
×
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四
四

セ
ン

チ

メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
焼
け
た
人
骨
片
の
堆
積
が

あ
っ
た
（
図
2
）
。

　

こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
人
骨
は
、
性
は
男
女
を
含
み
、
年
齢
的
に
は
幼
児

か

ら
成
人
熟
年
ま
で
を
含
ん
で
い
る
。
八
束
脛
洞
穴
で
は
、
抜
歯
の
4
1
系
八
例
、

2
C
系
八
例
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
下
顎
骨
は
す
べ
て
焼
け
て
い
る
。
根

古
屋
遺
跡
で

は
、
抜
歯
は
4
1
系
九
例
、
2
C
系
一
四
例
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
抜
歯
の
二
系
列
と
も
一
定
量
並
存
す
る
〔
春
成
一
九
八
七
”
八
〇
〕
。
こ

の
時
期
の
こ
の
地
方
で
は
再
葬
以
外
に
は
他
に
葬
法
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ

れ

ら
の
遺
跡
で
は
す
べ
て
の
人
が
火
葬
の
対
象
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
洞
穴
に
焼
骨
が
散
布
す
る
八
束
脛
遺
跡
と
い
い
、
壷
の
中
や
そ
の
周

辺
か

ら
焼
骨
が
検
出
さ
れ
た
根
古
屋
遺
跡
と
い
い
、
あ
る
い
は
壼
の
な
か
に
焼
骨
を

納
め
た

出
流
原
遺
跡
と
い
い
、
焼
骨
は
細
か
い
多
数
の
亀
裂
や
収
縮
・
変
形
を
生
じ

た
細
片
ば

か

り
で
あ
る
。
人
骨
は
少
々
加
熱
し
て
も
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
こ
と
は

な

い
。
晒
し
た
状
態
の
骨
で
は
な
く
、
軟
部
が
付
着
し
た
骨
を
、
摂
氏
九
〇
〇
度
以

上
の

高
温
で
長
時
間
熱
し
つ
づ
け
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
生
じ
な
い
、
と
い

う
〔
池
田
一
九
八
こ
・
〔
馬
場
ほ
か
一
九
八
六
a
‥
九
三
二
〇
五
〕
。
し
た
が
っ
て
、

焼
骨
に
み

ら
れ
る
諸
変
化
は
偶
然
の
結
果
で
は
な
く
、
大
量
の
薪
を
用
意
し
て
長
時

間
に
わ
た
っ
て
人
骨
を
焼
き
つ
づ
け
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
加
熱
の
目
的
の
一

つ

は
、
人
骨
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
だ

し
、
再
葬
制
を
と
っ
て
い
る
す
べ
て
の
集
団
が
火
葬
を
採
用
し
て
い
る
わ
け

で
は

な
い
。
秋
田
県
生
石
2
遺
跡
で
は
、
　
一
五
基
の
土
坑
群
に
囲
ま
れ
る
よ
う
に
二
、

三
〇

セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
大
の
「
台
石
」
と
円
礫
か
ら
な
る
「
台
石
遺
構
」
三
基
が
の

こ
さ
れ
、
そ
の
周
辺
一
帯
に
、
木
炭
片
を
含
む
層
が
あ
り
、
「
破
砕
さ
れ
飛
び
散
っ

た
状
態
で
多
く
の
骨
粉
が
検
出
」
さ
れ
て
い
る
。
報
告
者
の
小
野
忍
は
、
「
台
石
遺

構
で
骨
を
二
次
処
理
」
し
た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
〔
小
野
一
九
八
七
‥
二
三
〕
。
人

骨
が
焼
け
て

い

た
の

か

ど
う
か
の
記
述
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
土
葬
し
て
骨
化
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
と
、
そ
の
骨
を
石
で
砕
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
歯
や
指
骨
を
抜
き
取
る
　
　
こ
の
時
期
の
再
葬
の
意
味
を
探
る
う
え
で
特
に
注
目

す
べ
き
は
、
群
馬
県
八
束
脛
洞
穴
〔
宮
崎
ほ
か
一
九
八
五
〕
・
〔
外
山
ほ
か
一
九
八
九
〕
、

福
島
県
根
古
屋
〔
馬
場
ほ
か
一
九
八
六
〕
、
新
潟
県
緒
立
〔
笹
川
ほ
か
一
九
八
三
〕
・
〔
外

山
ほ
か
一
九
八
九
〕
、
埼
玉
県
わ
ら
び
沢
洞
穴
〔
吉
田
町
教
委
編
一
九
八
二
〕
、
長
野
県

月
明
沢
洞
穴
〔
西
沢
ほ
か
一
九
七
八
〕
の
諸
遺
跡
か
ら
人
の
歯
や
指
の
骨
に
孔
を
あ

け
て

つ
く
っ
た
装
身
具
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
表
2
）
。
加
工
の
対
象
と

な

っ

て

い

る
の
は
、
緒
立
遺
跡
で
は
頭
蓋
骨
、
下
顎
骨
、
四
肢
骨
、
肋
骨
ま
で
及
ん

で
い

る
が
（
図
1
0
）
、
他
の
遺
跡
で
は
歯
と
手
足
の
指
骨
だ
け
で
あ
る
（
図
9
）
。
そ
し

て
、
手
足
の
骨
は
、
長
い
管
状
を
呈
す
る
中
手
骨
、
基
節
骨
、
中
節
骨
と
中
足
骨
、

基
節
骨
、
中
節
骨
だ
け
あ
っ
て
、
短
い
末
節
骨
や
小
さ
な
塊
状
を
し
た
手
根
骨
や
足

根
骨
は

用
い
て
い
な
い
（
図
1
1
）
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
末
端
に
位
置
し
、
肉
の
付
着

が
少

な
く
、
取
り
外
し
ま
た
は
切
断
が
も
っ
と
も
容
易
な
部
位
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

い
ず
れ
も
小
さ
な
管
状
の
骨
で
あ
る
か
ら
、
装
身
具
に
す
る
に
は
も
っ
と
も
適
し
た

部
分
と
い
っ
て
よ
い
。

　
手
足
の

指
骨
で

つ
く
っ
た
装
身
具
を
多
出
し
た
八
束
脛
、
緒
立
、
根
古
屋
の
三
遺

跡

を
細
か
く
比
較
す
る
と
、
選
択
し
た
骨
に
差
異
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八
束
脛

で
は
加

工
品
は
、
手
の
基
節
骨
と
中
節
骨
だ
け
で
あ
っ
て
、
中
手
骨
は
二
九
点
、
中
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表

2
　
人
歯
・
骨
の
加
工
部
位

群
馬
県
八
束
脛

群
馬
県
有
笠
山

長
野
県
月
明
沢

埼
玉
県
わ
ら
び
沢

新
潟
県
緒
立

福
島
県
根
古
屋

上
－、一

C

P1二

P2

M1

M2
一

　　　　l

　
　
　
　
i

　
i

　
i

腔
下

C
日
　
職
　
M
　
脇
　
孤

一
ー1二

二

一

　
　
　
　
i

　　　　l

　　　i

　　　i

　　　l

　
i

　
i

不
旦
頭
旦
下
響
四
豊
中
手
骨
欝
骨
中
節
骨
中
足
骨
粛
骨
中
豊
合
計

歯

七

　　　　　　1　　　　　1　　　　｜　　1　三1

指
骨

四　　　　1　　1　11

一ノ、

　（　四
一一

）

　　　　【　　1　－
1

五

　　　　1　　　i　I一

一
八

　
一

　
一一

九
二
三

足
骨

は
一
五
点
同
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
加
工
品
は
一
点
も
含
ん
で
い

な
か
っ
た
。
緒
立
遺
跡
で
は
加
工
品
は
、
中
手
骨
と
中
足
骨
だ
け
で
、
基
節
骨
、
中

節
骨
の

加

工
品

は

ま
だ
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
根
古
屋
遺
跡
で
は
、
加
工
品
は
、

お
そ

ら
く
手
は
中
手
骨
か
ら
中
節
骨
、
足
は
基
節
骨
と
中
節
骨
で
あ
る
。
ま
た
、
穿

孔
の

位
置
は
八
束
脛
洞
穴
で
は
指
骨
の
近
位
端
ば
か
り
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
緒
立

遺
跡
で
は
近
位
端

と
遠
位
端
が
あ
り
、
根
古
屋
遺
跡
で
は
今
度
は
遠
位
端
だ
け
で
あ

る
〔
外
山
ほ
か
一
九
八
九
二
四
〕
。
ま
た
、
頭
蓋
骨
・
下
顎
骨
・
四
肢
骨
に
穿
孔
し

た
例
は
緒
立
遺
跡
か

ら
の
み
出
土
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
装
身
具
に
加
工

す

る
人
骨
の
部
位
に
も
、
穿
孔
の
位
置
に
も
、
お
そ
ら
く
若
干
の
集
団
差
な
り
年
代

差

な
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
頭
・
手
足
か
ら
歯
・
手
足
、

そ

し
て
歯
だ
け
へ
の
移
行
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
て
よ
け
れ
ぽ
、
こ

の

習
俗

は
、
新
潟
・
福
島
付
近
で
成
立
し
、
群
馬
・
長
野
・
埼
玉
方
面
へ
広
が
っ
た

可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
時
期
に
は
抜
歯
の
風
習
が
さ
か
ん
で
あ
っ
て
、
切
歯
・
犬
歯
が
そ
の
対
象
と

な

っ

て

い

る
。
と
こ
ろ
が
、
装
身
具
に
加
工
し
た
歯
の
種
類
は
、
小
臼
歯
・
大
臼
歯

で

あ
っ
て
、
抜
歯
す
る
歯
よ
り
遠
心
側
に
位
置
す
る
い
わ
ゆ
る
奥
歯
で
あ
る
。
し
た

が

っ

て
、
こ
れ
ら
の
歯
が
死
後
の
抜
歯
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が

い

な
い
。
こ
れ
ら
の
装
身
具
は
、
他
の
骨
の
よ
う
に
は
破
壊
を
う
け
て
い
な
い
し
、

火
も
う
け
て
い
な
い
。
火
を
う
け
て
い
た
に
し
て
も
軽
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
装
身

具
に

し
た
あ
と
遺
体
と
と
も
に
二
次
的
に
焼
い
た
も
の
と
解
釈
し
て
誤
り
な
い
。
し

た
が

っ

て
、
一
部
の
歯
や
手
足
の
指
骨
を
抜
き
だ
す
行
為
が
、
人
骨
を
加
熱
し
破
壊

す

る
前
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
根
古

屋
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
手
の
中
節
骨
（
図
1
1
）
の
、
遠
位
背
と
腹
側
面
に
内
外

側
方

向
の
細
い
傷
を
多
数
見
い
だ
し
た
馬
場
悠
男
ら
は
、
そ
れ
が
「
指
を
切
り
離
そ

う
と
し
た
」
際
に
つ
い
た
も
の
で
、
「
遺
体
の
軟
部
が
残
っ
て
い
る
状
態
」
で
あ
っ

た
た
め

に
切
断
す
る
位
置
を
誤
り
、
離
断
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
穿
孔
し
な
か
っ
た

の
だ

と
解
釈
し
て
い
る
〔
馬
場
ほ
か
一
九
八
六
b
二
一
八
～
＝
九
〕
。
し
か
し
、
こ

の

指
骨

は
、
切
り
離
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
基
節
骨
の
ほ
う
を

穿
孔

し
て
装
身
具
に
し
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
同
遺
跡
か
ら
は
他
に
も
加
工
し

て

い
な

い
指
骨
が

出
土
し
、
な
か
に
は
再
葬
の
壷
の
な
か
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
例
も
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あ
っ
た
。
指
骨
を
抜
く
対
象
は
、
年
齢
的
に
は
、
壮
年
か
ら
熟
年
ま
で
の
成
人
だ
け

で

な
く
、
三
歳
ぐ
ら
い
の
幼
児
ま
で
含
ん
で
い
る
が
、
性
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

死
者
の
す
べ
て
か
ら
抜
い
た
か
否
か
も
問
題
で
あ
る
。

　
八
束
脛
洞
穴
に
せ

よ
根
古
屋
遺
跡
に
せ
よ
、
出
土
人
骨
の
個
体
数
に
較
べ
る
と
、

人
歯
・
骨
製
の
装
身
具
の
発
見
数
は
少
な
い
。
八
束
脛
洞
穴
で
は
三
四
体
分
以
上
の

人
骨
が

出
土
し
、
そ
の
な
か
か
ら
手
の
指
骨
に
穿
孔
し
た
装
身
具
が
一
〇
点
検
出
さ

れ
た

が
、
そ
れ
は
同
じ
部
位
と
鑑
定
さ
れ
た
九
九
破
片
の
う
ち
で
あ
る
。
こ
の
九
九

破
片

は
孔
か

ら
外
れ
た
位
置
も
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
全
体
の
一
〇
％
よ
り

も
高
い
比
率
で
は
あ
ろ
う
が
、
か
と
い
っ
て
五
〇
％
を
超
え
る
と
は
思
え
な
い
。
穿

孔

さ
れ
た
歯
も
、
四
七
本
の
な
か
の
八
本
な
の
で
あ
る
。
根
古
屋
遺
跡
で
も
、
一
〇

〇
体
分
以
上
の

人
骨
が

出
土
し
、
第
一
中
手
骨
が
一
二
個
（
右
八
、
左
四
）
、
第
一

中
足
骨
が
一
七
個
（
右
一
〇
、
左
七
）
同
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
加
工
が
確
認
さ

れ
た
の

は
、
前
者
が
一
個
、
後
者
が
皆
無
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
べ
て
の
人
か
ら
同
じ

位
置
の
歯
と
指
骨
を
抜
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
部
の
人
の
歯
・
骨

を

抜
い
た

と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
頸
飾
り
と
し
て
使
用

し
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
　
一
本
の
緒
に
多
数
を
通
せ
ば
、
ご
く
一
部
の
人
の
侃
用
品
と

な
る
し
、
一
本
の
緒
に
一
、
二
個
だ
け
通
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
一
部
の
人
の
着

装
品

と
い
う
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
耳
飾
り
と
し
て
使
用
し
た
と
す
れ
ば
、
後
者

と
同
じ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
八
束
脛
洞
穴
や
出
流
原
、
女
方
遺
跡
な
ど
か
ら
出

土

し
て
い
る
管
玉
と
組
み
合
わ
せ
て
、
や
は
り
頸
飾
り
と
し
て
侃
用
し
た
可
能
性
の

ほ
う
が
つ
よ
い
と
思
う
。

　
緒
立
遺
跡
出
土
の
下
顎
骨
穿
孔
例
二
点
は
、
大
阪
市
森
の
宮
遣
跡
出
土
の
下
顎
骨

完
全
品
（
女
性
、
壮
年
）
の
筋
突
起
や
下
顎
角
を
削
り
、
左
右
の
下
顎
頸
に
溝
を
彫

っ

て

紐
で
結
び
と
め
る
よ
う
に
し
た
弥
生
－
期
の
例
〔
寺
門
ほ
か
一
九
七
八
二
七
〇
〕

を

連
想
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
腕
飾
り
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う

〔春
成

一
九
九

二
九
一
～
九
三
〕
が
、
ご
く
一
部
の
死
者
の
下
顎
骨
を
、
ご
く
一
部
の

遺
族
が
身
に

つ
け
た
も
の
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

　

同
じ
こ
と
は
、
管
玉
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
栃
木
県
出
流
原
遺
跡
の
再
葬
墓
三
七

基
の

う
ち
管
玉
を
伴
っ
た
も
の
は
一
五
基
、
そ
の
う
ち
八
個
一
基
、
七
個
一
基
、
五

個
一
基
、
四
個
一
基
、
三
個
二
基
、
二
個
五
基
、
一
個
四
基
と
い
う
よ
う
に
、
管
玉

の

有

無
、
個
数
に
差
が
認
め
ら
れ
る
。
や
は
り
一
部
の
者
が
管
玉
を
身
に
着
け
、
し

か
も
そ
の
な
か
で
ま
た
多
寡
の
差
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
　
一

人
あ
た
り
着
け
て
い
る
管
玉
の
数
が
少
な
す
ぎ
る
。
こ
れ
は
、
人
歯
・
骨
を
身
に
着

け

る
習
俗
が
、
管
玉
を
着
け
る
よ
う
に
変
化
し
た
が
、
少
数
着
装
と
い
う
原
則
だ
け

は
踏
襲

し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
選
骨
す

る
　
　
遺
体
は
な
ん
ら
か
の
方
法
で
骨
化
さ
れ
た
あ
と
、
一
部
の
骨
が
選

び
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
な
い
し
数
個
の
壷
ま
た
は
甕
に
容
れ
ら
れ
た
。

壷

ま
た
は
甕
の
な
か
に
骨
が
遺
存
し
て
い
た
例
は
、
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
土
器
に
容
れ
て
最
終
的
に
再
葬
し
た
人
骨
の
量
は
、
き
わ
め

て

僅
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
の
こ
り
の
大
量
の
人
骨
は
選
骨
の
場

に
の
こ

さ
れ
た
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
処
理
さ
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
根
古
屋
遣
跡
の
ば
あ
い
は
、
再
葬
墓
か
ら
約
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
人
骨
が
出

土

し
た
が
、
他
に
人
骨
の
包
含
層
中
に
約
四
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
の
大
量
の
人
骨
が
の

こ
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
場
所
で
選
骨
と
再
葬
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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表

3
　
再
葬
墓
の
人
骨
遺
存
例
（
一
部
）

千
葉
県
岩
名
天
神
前
遺
跡
〔
杉
原
・
大
塚
一
九
七
四
〕
、
弥
生
田
期

　

1
号
墓
壼
二
個
（
＋
2
号
壼
の
蓋
に
し
た
壼
破
片
一
個
）
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
1
号
壼
内
に
左
脛
骨
（
男
性
、
成
人
）

　
　
　
　
　
2
号
壼
内
に
前
頭
骨
の
一
部
、
左
右
膝
蓋
骨
、
左
尺
骨
（
女
性
、

　

2
号
墓
　
壼
八
個
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
2
号
壼
内
に
頭
骨
片
（
性
不
明
、
成
人
）

　
　
　
　
　
4
号
壼
内
に
多
量
の
骨
粉

　
　
　
　
　
5
号
壼
内
に
右
上
腕
骨
、
右
脛
骨
片
（
男
性
、
成
人
）

　

3
号
墓
　
壼
二
個
（
＋
2
号
壼
の
蓋
に
し
た
聾
破
片
一
個
）

　
　
　
　
　
2
号
壼
内
に
骨
片

　

4
号
墓
　
甕
一
個
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
1
号
甕
内
に
骨
片

　

5
号
墓
壼
一
個
（
＋
1
号
壼
の
蓋
に
し
た
壼
破
片
一
個
）
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
1
号
壼
内
に
骨
片

　

7
号
墓
壼
一
個
（
1
号
壼
の
蓋
に
し
た
壼
破
片
一
個
）
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
1
号
壼
内
に
寛
骨
片

成
人
）

埼
玉
県
上
敷
面
遺
跡

〔
蛭
間
ほ

か

一
九
七
八
〕
、
弥
生
田
期

　
1
号
墓
　
2
号
壷
内
に
歯
九
個
（
上
左
1
1
、
下
右
凸
、
跳
、
M
、
馳
、
晒
、
左
1
2
、
跳
、

　
　
　
　
　
M
）

　

2
号
墓
　
4
号
壷
内
に
上
腕
骨
か
焼
骨
ま
た
は
尺
骨
か
腓
骨
片
（
性
不
明
、
成
人
）

　
　
　
　
　
5
号
壷
内
に
四
肢
骨
片
、
歯
五
個
（
上
右
1
1
、
1
2
、
M
、
下
左
1
2
、
右
随

茨
城
県
殿
内
遺
跡
〔
杉
原
ほ
か
　
一
九
六
九
〕
、
弥
生
－
期

　
1
号
墓
　
壼
内
に
歯
一
個
（
下
左
祐
）
（
性
不
明
、
二
〇
歳
前
後
）

　

8
号
墓
　
壼
内
に
躯
幹
骨
、
中
手
骨

　
　
　
　
　
筒
形
土
器
内
に
頭
蓋
骨
片
、
下
顎
骨
片
、
歯
一
個
（
上
左
1
×
男
性
、
三
〇
歳

　
　
　
　
　
前
後
）

　
9
号
墓
　
壼
内
に
歯
二
個
（
上
左
ぽ
、
下
左
1
2
）
（
性
不
明
、
二
〇
歳
代
）

　
10

号
墓

　
壼

内
に
歯
七
個
（
上
左
M
、
腔
、
右
ピ
、
M
、
瞭
、
下
左
M
、
ぽ
、
下
左
M
、

　
　
　
　
　
び

　
　
　
　
　
M
）
（
女
性
、
三
〇
歳
前
後
）

栃
木
県
出
流
原
遺
跡
〔
杉
原
一
九
八
一
〕
、
弥
生
田
期

　

7
号
墓
　
壼
五
個
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
4
号
壼
内
に
人
骨
片

　
11

号
墓

　
壼
一
一
個
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
1
0
号
壼
内
に
下
右
疏
、
下
左
随
、
随
、
賄

　
　
　
　
　
1
1
号
壼
内
に
人
骨
片

　
20

号
墓
　
壼
四
個
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
墓
坑
内
に
焼
人
骨
片
、
二
次
的
散
乱
か

　
26
号
墓
　
壼
破
片
一
個
、
墓
坑
内
に
人
骨
片
、
二
次
的
散
乱
か

福
島
県
牡
丹
平
遺
跡
〔
小
片
ほ
か
調
査
〕
、
弥
生
ー
期

　
壼
内
に
頭
蓋
骨
の
一
部
、
下
顎
骨
、
頸
椎
・
胸
椎
・
腰
椎
・
肋
骨
の
一
部
、
鎖
骨
、

　
骨
、
澆
骨
、
尺
骨
、
中
手
骨
一
個
、
基
節
骨
一
個
、
大
腿
骨
、
右
脛
骨
、
右
腓
骨

上
腕

福
島
県
根
古
屋
遺
跡
〔
馬
場
ほ
か
　
一
九
八
六
a
〕
、
弥
生
－
期

　

1
号
墓
　
2
号
棺
（
壼
）
内
に
頭
骨
片
二
個
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大
、
○
・
四
グ
ラ
ム

　
　
　
　
　
4
号
棺
（
壼
）
内
に
左
脛
骨
片
、
長
管
骨
片
三
個
、
八
グ
ラ
ム

　

2
号
墓
　
1
号
棺
（
壼
）
内
に
頭
骨
片
三
〇
余
個
、
四
肢
骨
片
一
〇
〇
個
以
上
、
三
〇
七

　
　
　
　
　
グ
ラ
ム

3
号
墓

4
号
墓

5
号
墓

6
号
墓

2
号
壼
内
に
梼
骨
片
・
尺
骨
片
な
ど
四
肢
骨
片
四
個
、
不
明
骨
片
五
個
、
八
グ

ラ
ム

3
号
壼
内
に
頭
骨
片
約
二
〇
個
、
椎
骨
片
、
大
腿
骨
二
個
、
腓
骨
片
三
個
な
ど

四
肢
骨
片
二
〇
個
余
、
　
一
二
〇
グ
ラ
ム

4
号
壼
内
に
頭
骨
片
三
個
、
四
肢
骨
片
一
〇
余
個
、
二
ニ
グ
ラ
ム

5
号
壷
内
に
頭
骨
片
二
個
、
上
腕
骨
・
脛
骨
な
ど
四
肢
骨
片
一
〇
余
個
、
一
九

グ

ラ
ム

ー
号
棺
（
甕
）
内
に
頭
骨
片
三
個
、
不
明
骨
片
二
〇
個
、
一
八
グ
ラ
ム

ー
号
壼
内
に
頭
蓋
骨
片
・
下
顎
骨
片
八
個
、
椎
骨
な
ど
二
〇
個
、
二
ニ
グ
ラ
ム

ニ
号
棺

（
深
鉢
）
内
に
頭
骨
片
三
〇
個
、
環
椎
な
ど
椎
骨
片
四
個
、
肋
骨
片
一

〇
個
、
右
第
一
中
足
骨
、
足
の
第
一
基
節
骨
、
長
管
骨
片
多
数
、
一
八
五
グ
ラ
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7
号
墓

8
号
墓

10

号
墓

1211
号号
墓墓

13

号
墓

14

号
墓

15

号
墓

16

号
墓

ム
、

男
性

3
号
棺
内
に
頭
蓋
骨
・
下
顎
骨
な
ど
頭
骨
片
一
〇
個
、
椎
骨
片
、
四
肢
骨
片
一

〇
個
、
八
五
グ
ラ
ム

ー
号
壼
内
に
頭
骨
片
数
個
、
そ
の
他
二
〇
個
、
二
八
グ
ラ
ム

5
号
壼
内
に
頭
骨
片
約
一
〇
個
、
胸
椎
椎
体
片
、
寛
骨
片
、
左
第
一
中
手
骨
片

な
ど
一
〇
〇
個
以
上
、
九
四
グ
ラ
ム

ー
号
棺
（
甕
）
内
に
頭
蓋
冠
片
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大
一
個
、
ニ
グ
ラ
ム

2
号
棺
内
に
下
顎
骨
三
個
体
分
な
ど
頭
骨
片
九
個
、
そ
の
他
二
〇
余
個
、
七
三

グ
ラ
ム
、
五
歳
前
後
一
、
性
不
明
成
人
ニ

ー
号
棺
（
鉢
）
内
に
長
骨
片
四
個
、
不
明
二
個
、
七
グ
ラ
ム
（
土
器
は
小
破
片

で
蓋
？
）

2
号
壼
内
に
前
頭
骨
片
一
個
、
そ
の
他
一
〇
個
、
一
七
グ
ラ
ム

2
号
棺
内
に
頭
骨
片
三
個
、
そ
の
他
七
個
、
四
グ
ラ
ム

ー
号
壼
内
に
四
肢
骨
片
十
数
個
、
一
六
グ
ラ
ム

5
号
棺
内
に
頭
骨
片
二
個
、
四
グ
ラ
ム

ー
号
壼
内
に
頭
骨
片
二
個
、
三
グ
ラ
ム

2
号
壼
内
に
頭
骨
片
五
個
、
上
下
顎
骨
片
数
個
、
手
足
の
骨
片
五
個
、
五
八
グ

ラ
ム

ー
号
壼
内
に
頭
骨
片
一
〇
個
、
舟
状
骨
一
個
、
中
手
骨
一
個
、
手
基
節
骨
一
個
、

足
基
節
骨
一
個
、
坐
骨
片
・
大
腿
骨
片
な
ど
約
一
〇
個
、
六
四
グ
ラ
ム

4
号
壼
内
に
頭
骨
片
一
個
、
腓
骨
片
な
ど
四
個
、
一
ニ
グ
ラ
ム

5
号
壼
内
に
頭
骨
片
六
個
、
上
下
顎
骨
片
、
上
腕
骨
片
、
尺
骨
片
、
脛
骨
片
な

ど
十
余
個
、
三
五
グ
ラ
ム

6
号
壼
内
に
頭
骨
片
な
ど
四
個
、
七
グ
ラ
ム

ー
号
壼
内
に
四
肢
骨
片
数
個
、
三
グ
ラ
ム

2
号
壷
内
に
頭
骨
片
六
個
、
鎖
骨
片
、
脛
骨
片
な
ど
五
〇
個
、
三
七
グ
ラ
ム

3
号
壼
内
に
頭
骨
片
二
個
、
ほ
か
二
〇
個
、
一
四
グ
ラ
ム

4
号
壼
内
に
全
身
各
部
片
二
百
余
個
、
二
一
四
グ
ラ
ム
、
五
歳
位
一
、
少
年
一
、

成
人
二

5
号
壼
内
に
頭
骨
片
数
個
、
胸
骨
片
、
大
腿
骨
片
、
脛
骨
片
な
ど
二
〇
個
、
三

三
グ

ラ
ム

6
号
壷
内
に
頭
骨
片
四
個
、
寛
骨
片
、
腓
骨
片
、
手
中
節
骨
片
な
ど
二
十
余
個
、

　
　
　
　
　
　
二
六
グ
ラ
ム

　
　
ー9

号
墓
　
1
号
壼
内
に
頭
骨
片
数
個
、
手
舟
状
骨
片
な
ど
数
十
個
、
二
〇
グ
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
2
号
壼
内
に
大
腿
骨
片
な
ど
二
個
、
ニ
グ
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
3
号
壼
内
に
頭
骨
片
一
四
個
、
下
顎
骨
片
な
ど
全
身
各
部
片
三
十
余
個
、
一
〇

　
　
　
　
　
　
八
グ
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
4
号
棺
（
壷
ま
た
は
甕
）
内
に
全
身
各
部
片
百
余
個
、
小
児
一
、
成
人
一

　
　
　
　
　
　
5
号
棺
（
甕
）
付
近
に
頬
骨
片
な
ど
全
身
各
部
片
百
余
個
、
三
七
〇
グ
ラ
ム
、

　
　
　
　
　
　
男
一
、
女
か
少
年
一

　
　
20

号
墓
　
1
号
棺
内
に
尺
骨
片
一
個
、
一
〇
グ
ラ
ム
、
女
性
一
（
1
号
土
器
は
蓋
と
し
て

　
　
　
　
　
　
使
っ
た
鉢
で
あ
る
か
ら
、
身
は
2
、
3
、
4
号
土
器
の
い
ず
れ
か
）

　
　
21

号
墓
　
1
号
壼
内
に
頭
骨
片
十
個
未
満
を
は
じ
め
全
身
各
部
片
数
十
個
、
一
二
六
グ
ラ

　
　
　
　
　
　
ム
、
少
年
か
女
性
一

　
八
束
脛
洞
穴

は
、
お
そ
ら
く
遺
骸
の
解
体
、
選
骨
、
残
余
の
骨
の
処
分
に
も
っ
ぱ

ら
使
わ
れ
た
場
所
で
あ
っ
て
、
壼
棺
に
再
葬
し
た
墓
地
が
お
そ
ら
く
山
の
麓
の
平
地

の

ど
こ
か
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
再
葬
墓
と
は
い
う
も
の
の
、
再
葬
墓
か
ら
人
骨
が
出
土
し
た
例
は
少
な
い
。

人
骨

は
、
生
の
状
態
だ
と
貝
塚
や
石
灰
岩
地
帯
で
な
い
と
の
こ
り
に
く
い
。
そ
れ
に

対

し
て
、
人
骨
は
焼
い
て
炭
化
す
れ
ば
よ
く
の
こ
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
葬
墓
に
人

骨
が

遺
存
し
て
い
た
例
が
少
な
い
理
由
は
、
焼
い
て
炭
化
し
た
人
骨
が
少
な
か
っ
た

た
め

に
、
消
滅
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
再
葬
さ
れ
た
の
は

生
骨
が
多
か
っ

た
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
初
葬
時
の
墓
穴

が

つ
ね
に
見
い
だ

さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
遣
体
の
軟
部
が
十
分
に
の
こ
っ
て
い

る
状
態
で
解
体
し
た
と
判
断
で
き
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
す
る
と
、
初
葬
は
土

葬
の
過
程
を
経
て
い
な
い
ぽ
あ
い
も
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
表
3
の
人
骨
の
遺
存
例
を
通
覧
す
る
と
、
特
定
の
骨
へ
の
偏
り
が
な

い

の

に

気
づ
く
。
ま
た
、
根
古
屋
遺
跡
の
焼
骨
の
包
含
層
の
ば
あ
い
も
同
様
に
頭
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骨
・
四
肢
骨
か
ら
す
べ
て
の
部
位
に
わ
た
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
人
骨
の
ど
こ
か
一

部
を

埋
葬
す
れ
ば
そ
れ
で

よ
い
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
骨
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と

い
っ

た

も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
骨
が
す
で
に
原
形
を
と
ど
め

な

い
ほ

ど
小
破
片
化
し
て
い
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
壼
棺
を
土
坑
に
埋
め
る
　
　
再
葬
墓
で
は
、
一
基
の
土
坑
に
埋
め
ら
れ
た
土
器
に

時
間
的
な

型
式
差
が
存
在
す

る
例
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
工

楽
善
通
は
「
一
つ
の
墓
穴
で
、
家
族
お
よ
び
近
親
者
の
改
葬
を
、
同
じ
時
点
で
と
も

に

と
り
は
か
ら
っ
て
い
る
可
能
性
」
が
あ
る
と
考
え
、
「
さ
ら
に
同
族
間
で
墓
地
を

形
成

し
て
い
る
こ
と
」
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
〔
工
楽
一
九
七
〇
‥
三
五
～
三
六
〕
。

須
藤
隆
は
、
土
坑
内
に
一
括
埋
め
ら
れ
た
土
器
が
多
様
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、
「
異

な
っ
た
土
器
製
作
技
術
の
伝
統
を
持
つ
複
数
集
団
が
、
こ
の
二
次
埋
葬
を
行
う
集
団

に

一
時
的
に

せ

よ
包
括
さ
れ
る
結
果
、
多
様
性
が
生
じ
た
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、

±
器
に
納
骨
す

る
時
点
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
集
積
さ
れ
た
納
骨
土
器
が
最
終
的
に

一
括

し
て
埋
設
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
程
大
き
な
時
間
差
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
ズ

レ

が
土
器
の

上
の

差
異
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
両
方
の
要
因
が
か
ら
み
あ
っ
て

い

る
の
か
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
〔
須
藤
一
九
七
九
二

一
九
〕
。
工
楽
か
ら
教
示
を
う
け
た
田
中
琢
も
、
「
最
初
の
死
者
か
ら
順
に
遺
体
を
骨

化
さ
せ
、
一
人
分
を
一
個
の
土
器
に
納
め
、
ひ
と
ま
ず
保
管
し
て
お
く
。
死
者
が
で

る
た
び
に
納
骨
土
器
は
増
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
や
が
て
そ
の
構
成
員
が
死
に
絶
え

た

と
き
、
ま
と
め
て
土
中
に
埋
め
た
の
だ
。
こ
の
最
初
の
納
骨
か
ら
最
後
の
一
括
の

埋
葬
ま
で
、
納
骨
土
器
を
保
管
す
る
の
だ
か
ら
、
納
骨
土
器
に
破
損
を
修
理
し
た
痕

跡
が

少
な
く
な
い
こ
と
も
わ
か
る
」
と
説
明
す
る
〔
田
中
一
九
九
一
二
一
四
～
一
一

六
〕
。

　
須

藤
は
そ
の
後
、
福
島
県
会
津
若
松
市
墓
料
遺
跡
の
8
号
墓
出
土
の
8
号
土
器

（大
洞

A
式
）
と
4
～
7
号
土
器
（
大
洞
A
式
）
を
例
に
あ
げ
て
、
「
一
括
埋
納
さ

れ

る
土
器
が
か
な
り
の
時
間
的
な
幅
の
中
で
集
積
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
〔
須
藤
ほ
か
編
一
九
八
四
‥
六
九
〕
。
福
島
県
根
古
屋
遺
跡
の
時
期
差
が

存
在
す

る
土
器
群
を
一
土
坑
に
埋
納
し
た
例
に
つ
い
て
、
報
告
者
の
大
竹
憲
治
は
、

「
い
ず
れ
の

墓
坑
内
に
お
い
て
も
収
納
土
器
の
編
年
に
落
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
一
つ

の

再
葬
墓
が

形
成

さ
れ
た
墓
坑
に
さ
ら
に
追
葬
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
」
と
い
い
、
1
号
墓
の
4
号
土
器
、
6
号
墓
の
2
号
土
器
を
「
供
献
さ
れ
た
状
況

で
の

き
わ
め
て
新
し
い
段
階
の
土
器
」
と
評
価
し
て
い
る
〔
梅
宮
・
大
竹
編
一
九
八

六
”
八
八
〕
。
し
か
し
、
6
号
墓
2
号
土
器
は
小
型
の
鉢
で
、
墓
坑
の
上
か
ら
出
土
し

た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
帰
属
は
や
や
不
安
定
で
あ
る
。
根
古
屋
遺
跡
の
土
器
を

再
検
討

し
た
設
楽
博
己
は
、
根
古
屋
遺
跡
で
は
「
多
数
の
土
器
を
一
括
埋
納
し
た
土

坑
に
新

し
い
土
器
が
混
じ
る
傾
向
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
〔
設
楽
一
九

九
一
‥
二
一
六
～
二
一
七
〕
、
そ
の
こ
と
を
強
調
は
し
て
い
な
い
。
設
楽
が
そ
の
例
と

し
て
挙
げ
た
8
号
墓
の
土
器
群
に
共
伴
し
た
鉢
形
土
器
（
5
号
）
も
、
こ
れ
だ
け
の

こ
と
で
あ
れ
ば
、
地
表
に
露
出
し
て
蓋
が
失
わ
れ
て
い
た
棺
（
7
号
）
に
、
後
の
時

期
に
蓋
を
し
た
と
も
考
え
う
る
。
人
骨
を
遺
存
し
た
壼
が
一
括
出
土
し
た
事
例
が
稀

で

あ
る
た
め
に
、
一
個
の
壼
に
一
人
分
の
骨
を
い
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
一
人
分
の
骨
を
数
個
の
土
器
に
分
け
て
納
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
明

ら
か
で
な
い
。
こ
の
問
題
は
再
葬
の
本
質
に
直
結
す
る
の
で
、
今
後
と
も
、
人
骨
を

伴

う
資
料
の
詳
細
な
分
析
を
ま
っ
て
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
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遺
骸
の

解
体
者
　
　
鈴
木
尚
は
、
大
浦
山
人
骨
の
解
体
法
が
猪
な
ど
獣
類
の
そ
れ

と
一
致
す
る
こ
と
を
人
肉
食
の
根
拠
と
し
て
強
調
し
て
い
る
〔
鈴
木
一
九
八
三
‥
一

六
一
～
一
六
六
〕
。
そ
の
解
体
者
が
、
狩
猟
を
お
こ
な
い
獲
物
を
解
体
す
る
仕
事
に
従

事

し
て
い
た
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し

て

も
、
人
の
遺
骸
を
巧
み
に
解
体
し
、
歯
や
骨
を
取
り
出
し
、
の
こ
っ
た
骨
を
処
理

す

る
専
門
家
が
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
人
物
が
そ
の
集
団
の
首
長
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
考
え
る
必
要
は
な
い
が
、
あ
る
人
物
が
も
っ
ぼ
ら
そ
れ
に

当
た
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
壼
棺
内
に
遺
存

し
て
い
た
骨
が
特
定
の
部
位
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
く
一
部

の

骨
に

と
ど
ま
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
手
続
き
を
経
て
ご
く
一
部
の
骨
を
選
ん
で
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
司
祭
者
な
り
呪
術
師
な
り
に
よ
っ
て
再
葬
の
過
程
は
管
掌
さ
れ

て

い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
再
葬
の
も
つ
社
会
的
意
味
を

重

視
す
る
な
ら
ば
、
再
葬
の
諸
過
程
、
特
に
選
骨
に
は
、
死
亡
者
の
親
族
が
立
ち
会

っ

た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
再
葬
の
過
程

　
　
以
上
の
説
明
を
、
再
葬
の
過
程
に
お
き
か
え
る
と
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
。

死
亡
－
（
土
干
発
掘
）
－
解
体
⊥
煮
る
巌
く
）
－
骨
の
一
部
叢
，
出
す
」

　
　

ー
装
身
具
を
作
っ
て
着
装
す
る

　
　
ー
壼
に
容
れ
て
埋
め
る
（
岩
名
天
神
前
遺
跡
）

　
　
ー
残
っ
た
骨
を
焼
い
た
あ
と
放
置
（
八
束
脛
洞
穴
）

　
　
ー
残
っ
た
骨
を
焼
か
ず
に
埋
め
る
（
大
浦
山
洞
穴
）

す
な

わ

ち
、
岩
名
天
神
前
遺
跡
、
八
束
脛
洞
穴
、
大
浦
山
洞
穴
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の

過
程

を
代
表
す
る
遺
跡
で
あ
る
。
早
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
群
馬
県
岩
櫃
山
鷹

ノ
巣
岩
陰
は
、
八
束
脛
洞
穴
と
共
通
す
る
そ
の
特
異
な
立
地
か
ら
す
る
と
、
遣
骸
の

解
体
の
場
を
二
次
的
に
壼
棺
再
葬
の
場
に
転
じ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
選
骨
前
に
ま
た
は
選
骨
後
に
残
さ
れ
た
骨
の
処
理
に
あ
た
っ
て
火
葬
の
採

否
が

あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
集
団
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
過
程
を
踏
ん
で
再
葬
を
お

こ
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
い
く
ら
か
の
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

二
　
再
葬
墓
地
を

の

こ
し
た
集
団

　
再
葬
墓
の

土
器
　
　
再
葬
墓
が
墓
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
確
認
し
た
杉
原
荘
介
は
、

岩
櫃
山
鷹
ノ
巣
岩
陰
の
報
告
で
、
一
土
器
一
人
の
埋
葬
を
考
え
た
〔
杉
原
一
九
六
七
‥

四

三

～
四
四
〕
。
そ
の
根
拠
は
、
千
葉
県
岩
名
天
神
前
遺
跡
の
1
号
墓
で
、
1
号
壼
か

ら
男
性
、
2
号
壷
か
ら
女
性
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
骨
を
検
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

〔杉

原
・
大
塚
一
九
七
四
二
四
～
一
五
、
一
九
～
二
〇
〕
。
で
は
、
一
墓
坑
に
一
一
個
の

壼
を

納
め

た
栃
木
県
出
流
原
遺
跡
1
1
号
墓
に
は
、
一
一
人
分
の
人
骨
を
再
葬
し
て
い

た

の

で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　
再
葬
墓
の

土
器

は
、
壼
が
圧
倒
的
に
多
い
が
甕
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
甕
は
壼

の

蓋
と
し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
他
に
浅
鉢
や
壼
の
破
片
も
、
し
ば
し
ば

蓋

と
し
て
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
器
と
し
て
総
数
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ

と
は
意
味
が
な
い
。
再
葬
墓
の
土
器
は
、
骨
を
容
れ
る
容
器
、
そ
れ
を
覆
う
蓋
、
供

物
を

の

せ

る
ま
た
は
容
れ
る
容
器
に
分
け
て
分
析
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
み
れ
ば
、
た
と
え
ぽ
鷹
ノ
巣
岩
陰
B
群
は
壷
二
個
、
甕
二
個
で
あ
る
が
、
容
器
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と
し
て
は
二
組
に
な
り
、
C
群
も
壼
五
個
、
甕
一
個
、
小
壼
一
個
、
小
鉢
一
個
で
あ

る
が
、
容
器
と
し
て
は
三
組
に
減
る
。

　
い

く
つ
か
の
遺
跡
で
一
墓
坑
あ
た
り
の
土
器
数
を
み
よ
う
（
表
4
）
。
こ
こ
で
注
意

さ
れ
る
の
は
、
土
器
の
個
数
の
多
い
例
も
少
な
く
な
い
け
れ
ど
も
、
壷
一
個
だ
け
の

例

も
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蔵
骨
器
と
し
て
は
壷
一
個
で
こ
と
た
り

た
わ
け

で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
東
海
地
方
で
は
再
葬
は
一
基
の
土
器
で
お
こ
な
わ

れ

る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
事
実
か
ら
も
了
解
し
う
る
。
縄
文
・
弥
生
時
代
に
は

同
時
に
死
亡
し
た
人
を
合
葬
す
る
習
俗
が
し
ば
し
ぽ
あ
っ
た
か
ら
、
杉
原
が
根
拠
と

し
た
岩
名
天
神
前
1
号
墓
の
ぽ
あ
い
は
、
合
葬
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　
問
題
は
、
　
一
基
の
土
坑
内
か
ら
出
土
し
た
複
数
の
壷
の
う
ち
、
あ
る
も
の
に
は
骨

　
表

4
　
再
葬
墓
出
土
の
土
器
数

一岩
名
天
神
前
岩
櫃
山
一
沖
⊥
女
方
出
流
原
一
村
尻

根
古
屋

1234567891011121314
個個個個個個個個個個個個個個

基基11111基

基基1 1基

五九三
基基基

（
一基
）

　
一
基

　
二
基

　
二
基

　
六
基

　
八
基

　
七
基

　
七
基

　

八
基

一 五六五二ニー　　　一
基基基基基基基1　｜基

一 四四　一　一
基基基1基1基

二五五二四ニ　ー　一　一一一
基基基基基基1基1基1基基基

が

の

こ
り
、
他
の
も
の
に
は
骨
が
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
例
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ

る
。
例
え
ぽ
、
出
流
原
遺
跡
1
1
号
墓
の
壼
＝
個
の
う
ち
人
骨
が
の
こ
っ
て
い
た
の

は

二
個
、
根
古
屋
遣
跡
2
1
号
墓
の
壷
五
個
の
う
ち
人
骨
が
の
こ
っ
て
い
た
の
は
一
個

だ

け

で
あ
っ
た
。
の
こ
り
の
土
器
は
人
骨
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、

納
骨

と
は
ち
が
う
機
能
を
も
つ
壷
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
一
方
、
一
土
坑
内
の
複
数

の
壼
に
骨
が
の

こ
っ
て
い
た
例
は
根
古
屋
遺
跡
か
ら
＝
例
検
出
さ
れ
て
い
る
。
し

か

し
二
～
四
個
体
分
の
人
骨
の
混
在
が
確
認
さ
れ
た
8
号
・
1
6
号
・
1
9
号
墓
の
三
例

以

外
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
別
個
体
の
人
骨
に
属
す
る
と
い
う
証
明
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、
複
数
個
体
の
三
例
は
い
ず
れ
も
一
個
の
壼
に
納
め
て
あ
っ
た
か
ら
合

葬
墓

と
し
て
の
性
格
が
つ
よ
く
、
他
ま
で
敷
延
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
個
の
壷
に

納
め
て
い
る
人
骨
は
全
体
の
ご
く
一
部
で
、
し
か
も
そ
の
量
は
少
な
い
か
ら
、
一
個

体
の
人
骨
を
複
数
の
壼
に
分
納
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
壼
は

蔵
骨
器
で

あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
説
明
し
つ
く
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ぽ
、
何
も
容
れ
て
い
な
い
壼
を
埋
め
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
か
ら
、
壼
の
な
か
に
は

腐
朽
質
の
も
の
が
は
い
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
も
一
案
で
あ
る
。
こ

の

点
に
関
し
て
、
出
流
原
1
1
号
墓
で
管
玉
を
容
れ
た
土
器
と
人
骨
を
容
れ
た
土
器
が

別

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。

　
壷
が
蔵
骨
器
だ
け

で

な
か
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
の
は
、
長
野
市
塩
崎
遺
跡
の
弥

生

H
期
（
庄
ノ
畑
式
）
の
木
棺
墓
で
あ
る
〔
矢
口
編
一
九
八
六
〕
。
2
1
号
墓
で
は
、
細

頸
壷

な
ど
一
〇
個
の
土
器
が
、
木
棺
の
上
に
お
い
て
あ
っ
た
（
図
1
2
）
。
一
見
し
て
再

葬
墓
の
名
残
り
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
遺
体
は
棺
内
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

こ
の
ぽ
あ
い
の
土
器
は
蔵
骨
器
で
は
あ
り
え
な
い
。
飲
食
物
の
容
れ
物
と
し
て
用
い
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ら
れ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
例
か
ら
逆
推
す
れ
ば
、
再
葬
墓
の
壷
の
な
か
に

も
飲
食
物
容
器
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

再
葬
墓
の
墓
坑
に
は
、
米
や
酒
を
容
れ
た
壼
と
人
骨
片
を
容
れ
た
壷
が
い
っ
し
ょ
に

納
め

ら
れ
て
い
た
と
推
定
し
う
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
今

度
は
一
個
の
壼
に
容
れ
た
骨
の
量
も
ま
た
少
な
す
ぎ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
実
は
、
人

骨
片

も
、
も
と
も
と
は
米
ま
た
は
酒
の
な
か
に
容
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
　
一
基
の
墓
坑
か
ら
土
器
が
多
数
発
掘
さ
れ
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち

に
被
葬
者
が
多
か
っ
た
と
は
考
え
ず
に
、
死
者
に
対
し
て
捧
げ
ら
れ
た
飲
食
物
が
多

か
っ

た

か
、
ま
た
は
葬
送
儀
礼
で
た
く
さ
ん
の
飲
食
物
が
消
費
さ
れ
た
、
と
い
う
よ

う
に
、
死
者
の
社
会
的
な
地
位
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
て
お
い
た
ほ

う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
再
葬
墓
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る

外
来
系
の
土
器
な
ど
も
、
死
者
の
出
身
集
団
か
ら
は
る
ぽ
る
運
ん
で
き
た
飲
食
物
の

容
器
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
再
葬
墓
地
の
群
別
　
　
墓
地
の
群
別
作
業
は
、
土
器
型
式
、
空
閑
地
、
土
器
数
、

管
玉
数
、
顔
壷
を
伴
う
墓
な
ど
を
指
標
に
し
て
お
こ
な
う
。

　
栃
木

県
出
流
原
遺
跡
〔
杉
原
一
九
八
三
は
、
再
葬
墓
地
が
広
く
調
査
さ
れ
た
遣

跡
で
あ
る
（
図
1
3
）
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ま
だ
墓
地
の
範
囲
は
調
査
範
囲
外
ま
で
広

が
っ

て

い

る
よ
う
に
み
え
る
。
発
掘
範
囲
内
は
墓
の
密
集
状
況
か
ら
お
そ
ら
く
四
群

か

ら
な
る
と
推
定
す
る
。
杉
原
の
土
器
の
型
式
分
類
を
用
い
る
と
、
第
二
類
（
最

古
）
の
土
器
を
出
土
し
た
墓
は
、
1
群
8
号
、
1
5
号
、
1
群
1
8
号
、
皿
群
2
2
号
、
W

群
不

明
、
第
一
類
A
（
古
）
の
土
器
を
出
土
し
た
墓
は
、
1
群
2
3
号
、
H
群
1
号
、

14

号
、
皿
群
1
1
号
、
W
群
3
4
号
、
第
一
類
B
（
新
）
の
土
器
を
出
土
し
た
墓
は
1
群
、

1
群
、
皿
群
、
W
群
の
い
ず
れ
に
も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
W
群
で
第
二
類
の

土
器
を

出
土
し
た
墓
が
は
っ
き
り
し
な
い
（
2
6
号
、
3
3
号
の
土
器
の
型
式
は
不
明
）

が
、
1
～
W
群
は
、
同
時
に
併
行
し
て
形
成
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
各
群
の
規
模
は

1
群
一
一
基
、
n
群
八
基
、
皿
群
九
基
、
W
群
九
基
で
あ
る
。
出
流
原
遺
跡
は
完
掘

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
何
群
で
形
成
さ
れ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

し
か
し
、
弧
状
に
曲
が
る
墓
の
分
布
状
態
か
ら
四
群
よ
り
も
多
い
こ
と
は
推
定
し
て

誤

り
な
い
だ
ろ
う
。

　
管
玉
の

数
と
土
器
の
量
と
の
関
係
を
み
る
と
、
玉
八
個
・
土
器
七
個
（
2
号
墓
）
、

玉

七
・
土
器
一
一
（
H
号
墓
）
、
玉
五
・
土
器
四
（
3
6
号
墓
）
、
玉
四
・
土
器
一
（
6

号
墓
）
、
玉
三
・
土
器
三
（
2
3
号
墓
）
、
玉
三
・
土
器
一
（
1
0
号
墓
）
の
よ
う
な
例
と

玉
○

個
・
土
器
六
個
（
2
2
号
墓
）
、
玉
○
・
土
器
五
（
7
号
、
1
3
号
墓
）
、
玉
○
・
土

器
四

（18

号
、
2
0
号
、
2
4
号
墓
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
玉
が
皆
無
の
2
2

号
墓
は
本
遺
跡
最
古

で

あ
り
、
1
3
号
墓
は
五
個
の
土
器
の
う
ち
三
個
は
小
片
、
二
個

は
大
き
な
破
片
で
あ
る
か
ら
実
態
は
一
個
の
棺
の
身
と
蓋
の
可
能
性
も
考
慮
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
概
し
て
、
管
玉
の
数
と
土
器
の
量
と
の
間
に
は
相
関
関
係
が
認
め

ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　

出
流
原
遺
跡
の
H
号
墓
か
ら
出
土
し
て
い
る
人
面
付
き
の
壼
形
土
器
は
、
他
の
再

葬
墓
地
で
も
一
、
二
個
ほ
ど
し
か
発
見
さ
れ
な
い
特
殊
な
土
器
で
あ
る
。
佐
原
眞
は

人
面
を
「
死
者
の
霊
安
か
ら
ん
こ
と
を
祈
っ
て
表
わ
し
た
祖
霊
の
顔
で
も
あ
ろ
う

か
」
と
い
い
、
こ
の
土
器
は
「
集
落
の
長
な
ど
の
骨
を
納
め
る
の
に
特
に
用
い
た
と

も
想
像
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
佐
原
一
九
七
六
‥
第
一
九
図
〕
。
出
流
原
遺
跡
で

は
、
他
に
、
人
面
付
き
土
器
に
付
い
て
い
る
左
右
の
耳
と
同
じ
表
現
を
も
つ
壷
形
土
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器

が
、
1
号
、
3
1
号
、
2
2
号
、
3
6
号
、
3
2
号
、
2
号
の
六
基
か
ら
各
一
個
ず
つ
出
土

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
杉
原
ら
の
編
年
の
第
一
類
B
に
属
し
て
お
り
、
人
面
付
き
土

器
の

退
化
形
態
と
み
て
よ
い
。
こ
の
土
器
も
、
群
別
の
指
標
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、

1
号
・
3
1
号
が
H
群
、
2
2
号
・
1
1
号
が
皿
群
、
3
6
号
・
3
2
号
・
2
号
が
W
群
に
お
さ

ま
り
、
1
群
に
は
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
も
の
の
、
平
均
的
で
あ
る
。

　
群
馬
県
沖

H
遺
跡
〔
荒
巻
・
若
狭
ほ
か
一
九
八
六
〕
は
、
再
葬
墓
地
全
体
を
完
全
に

発
掘
調
査

し
た
稀
有
な
例
で
あ
る
。
墓
地
は
約
四
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
大
き
く
A
、
B

の

二
群
か

ら
な
っ
て
い
る
。
報
告
者
は
、
さ
ら
に
A
群
を
A
1
群
一
二
基
と
A
2
群

四
基

に
、
B
群
を
B
1
群
五
基
、
B
2
群
三
基
、
B
3
群
二
基
、
B
4
群
一
基
に
細

分

し
て
い
る
〔
同
前
‥
二
七
〇
～
二
七
一
ほ
か
〕
。
A
1
群
は
お
そ
ら
く
さ
ら
に
二
群
に

分
か
れ

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
境
界
は
明
ら
か
で
な
い
。
結
局
、
こ
の
遺
跡
で
は

お
お

よ
そ
三
～
六
基
か
ら
な
る
再
葬
墓
が
六
群
て
い
ど
存
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
遺
跡
で
は
、
土
器
棺
を
納
め
て
い
な
い
土
坑
を
初
葬
の
土
坑
と
す
れ
ぽ
、
そ
の

初
葬
墓

と
再
葬
墓
が
重
複
し
て
分
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、
初
葬
の
土
坑
と
再
葬
墓

の
小
群

と
の
対
応
関
係
は
、
大
き
な
群
で
は
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
小
群
で
は
は
っ
き

り
し
な
い
。
A
群
付
近
の
土
坑
は
一
九
基
、
B
群
付
近
の
土
坑
は
少
な
く
み
れ
ば
五

基
、
さ
ら
に
東
の
も
の
ま
で
数
え
る
と
一
三
基
と
な
る
。
A
群
が
初
葬
・
再
葬
と
も

一
箇
所
に

密
集
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
B
群
は
初
葬
・
再
葬
と
も
散
漫
に
分
布
し

て

い

る
。
棺
と
し
て
用
い
た
壼
と
甕
を
細
か
く
分
析
し
た
結
果
で
も
、
A
群
と
B
群

と
で
は
明
瞭
に
分
か
れ
て
い
る
〔
荒
巻
・
若
狭
ほ
か
一
九
八
六
‥
二
七
五
～
二
七
六
〕
。

A
群
の

被
葬
者

と
B
群
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
と

み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
群
馬
県
岩
櫃
山
鷹
ノ
巣
岩
陰
〔
杉
原
一
九
六
七
〕
で
は
、
五
群
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ

の

う
ち
二
群
は
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
土
器
の
単
独
出
土
で
あ
っ
て
、
時
期
は
1
期
末

に
属
す

る
。
土
器
五
個
の
A
群
、
土
器
四
個
の
B
群
、
土
器
八
個
の
C
群
の
三
群
は

H
期
に
属
す
る
。
岩
名
天
神
前
遣
跡
例
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
被
葬
者
の
数
は
、

A
、
B
、
C
群
も
合
葬
例
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
合
計
五
人
を
大

幅
に
超
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ぼ
あ
い
の
五
群
と
い
う

の

は
、
出
流
原
遺
跡
の
一
群
に
相
当
す
る
程
度
の
小
規
模
の
も
の
で
あ
る
。

　
福
島
県
根
古
屋
遺
跡
の
再
葬
墓
地
〔
梅
宮
・
大
竹
編
一
九
八
六
〕
は
、
発
掘
範
囲
内

を

墓
の
分
布
の
疎
密
か
ら
、
三
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
1
4
）
。
こ
れ
を
設
楽

博
巳

に

よ
る
出
土
土
器
の
編
年
に
も
と
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
設
楽
は
、
1
群

土
器

（
1
期
）
と
2
群
土
器
（
H
期
）
に
分
け
、
前
者
を
さ
ら
に
古
い
段
階
、
中
ご

ろ

の

段
階
、
新
し
い
段
階
に
細
分
し
て
い
る
〔
設
楽
一
九
九
一
〕
。
こ
の
分
類
案
に

従

う
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
2
群
土
器
は
い
ず
れ
も
追
加
で
あ
る
。

1
期
（
古
）

　
　

（中
）

　
　

（新
）

1
期

　
　

1
群
　
　
　
H
群

四
＋

二
基
　
三
＋
四
基

　
　
一
基
　
一
＋
一
基

　
　
三
基
　
二
十

二
基

　
　
一
基
　
　
　
一
基

二1皿
基群

　
皿
群
は
発
掘

区
の
さ
ら
に
西
側
に
広
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
1
群
、

H
群
と
も
に
墓
の
位
置
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
東
か
ら
西
ま
た
は
西
南
方
向
へ
と

移
動

し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
皿
群
は
1
期
中
段
階
に
H
群
か
ら

派
生

し
て
い
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

76



弥生時代の再葬制

’

0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　　II群8号墓

III群

13㌦

／⑳
II群

　！
！

！

；1．1・ンィ’

占
中
新

……………而
＝
＝

図14　福島県根古屋遺跡の立地、遺構、再葬墓地の群別

　　　〔梅宮・大竹編1986〕・〔設楽1991から作成〕

77



国立歴史民俗博物館研究報告　第49集　（1993）

　
茨
城
県
小
野
天
神
前
遺
跡
〔
阿
久
津
一
九
七
七
〕
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
群
別

案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
例
か
ら
す
る
と
、
三
群
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
お
そ
ら
く
発
掘
区
の
南
側
に
墓
地
は
さ
ら
に

広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
新
潟
県
村
尻
遺
跡
〔
関
・
石
川
ほ
か
一
九
八
二
〕
は
、
二
、
三
群
で
あ
っ
て
、
発

掘
区
の
東
側
に
さ
ら
に
続
き
が
埋
も
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
千
葉
県
岩
名
天
神
前
遺
跡
〔
杉
原
ほ
か
一
九
七
四
〕
は
、
再
葬
墓
七
基
が
発
掘
さ

れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
近
く
か
ら
伸
展
葬
の
人
骨
一
体
が
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
が
、
両

者
の

関
係
は
不
明
で
あ
る
。
基
数
が
少
な
い
の
で
判
断
が
難
し
い
が
、
あ
え
て
分
け

れ
ぽ

2
号
、
3
号
、
7
号
か
ら
な
る
北
群
と
、
1
号
、
4
号
、
5
号
、
6
号
か
ら
な

る
南
群
の
二
群
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
北
群
の
三
基
は
相
互
に
離
れ
て
お
り
、
バ
ラ

バ

ラ
に
分
か
れ
る
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
造
墓
の
単
位
　
　
再
葬
墓
地
は
、
広
く
発
掘
さ
れ
た
沖
n
遺
跡
で
は
六
、
七
群
、

出
流
原
遺
跡
で
は
四
群
以
上
か
ら
な
る
と
推
定
し
た
。
で
は
、
各
群
は
何
を
反
映
し

て

い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
田
中
琢
は
、
「
一
つ
の
土
坑
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
の
遺
骨
を
い
れ
た
複
数

個
の

納
骨
土
器
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
、
「
一
つ
の
土
坑
の
な
か
に
あ
る
複
数
の

土
器
に

わ
ず
か

な
が
ら
古
く
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
新
し
そ
う
な
も
の
と
が
混
在
し
て

い

る
場
合
が
あ
る
」
こ
と
葱
前
提
に
し
て
、
「
基
礎
に
な
っ
て
い
た
人
間
集
団
の
単

位
を

構
成
す

る
複
数
の
人
物
が
死
に
絶
え
た
の
ち
に
、
ま
と
め
て
か
れ
ら
の
納
骨
土

器
を

埋
め

た
」
と
考
え
る
。
そ
の
構
成
員
と
は
、
コ
回
の
成
年
式
に
参
加
し
た
人

た

ち
L
か
ら
な
る
「
年
齢
集
団
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
死
後
も
家
族
や
親
族
の

墓
に
埋
め

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
年
齢
集
団
の
単
位
で
墓
に
納
ま
る
L
と
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
集
団
は
当
然
、
性
別
の
集
団
で
も
あ
る
か
ら
、
一
基
の
土
坑
内

の

二
棺
か
ら
男
女
の
骨
が
出
土
し
た
岩
名
天
神
前
遺
跡
1
号
墓
の
性
の
判
定
に
は
誤

り
が
あ
る
と
「
確
信
」
す
る
こ
と
に
な
る
〔
田
中
一
九
九
一
‥
一
一
四
～
一
一
七
〕
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
　
一
基
の
土
坑
内
の
棺
か
ら
明
ら
か
に
世
代
を
異
に
す
る
人
骨
が

検

出
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
福
島
県
根
古
屋
遺
跡
8
号
墓
の
2
号
棺
に
は
成
人
骨
二
体

分

と
五
歳
前
後
の
一
体
分
が
納
め
て
あ
っ
た
し
、
同
1
6
号
墓
の
4
号
棺
に
は
五
歳
く

ら
い
の
一
体
分
、
少
年
一
体
分
、
成
人
二
体
分
が
納
め
て
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
1
9
号

墓
の

4
号
棺
も
小
児
一
体
、
成
人
一
体
で
あ
り
、
同
1
9
号
墓
の
5
号
棺
付
近
に
は
男

性
一
体
分
と
女
性
ま
た
は
少
年
一
体
分
が
散
布
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
個

の

土
器
を

い
れ

た
一
基
の
土
坑
の
内
容
を
、
年
齢
集
団
の
原
理
で
説
明
す
る
の
は
無

理
が

あ
る
。
一
土
坑
あ
る
い
は
一
棺
に
納
め
ら
れ
る
人
骨
は
、
成
人
男
女
と
幼
小
児

の

組
合
せ
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
一
基
の
土
坑
内
の
壼
に
一
人
分
に
せ
よ
、
数
人
分
に
せ
よ
、
人
骨
が
納
め
て
あ
る
。

そ
し
て
、
土
坑
が
数
基
集
ま
っ
て
一
小
群
を
つ
く
っ
て
い
る
。
出
流
原
、
沖
H
、
根

古
屋
遺
跡
な
ど
の
再
葬
墓
地
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
む
し
ろ
、
埋
葬
法
こ
そ
変
化

し
て
い
る
が
、
埋
葬
小
群
六
な
い
し
八
個
を
環
状
に
配
列
し
た
縄
文
時
代
の
墓
地
構

成
に

よ
く
似
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
数
十
基
か
ら
な
る
再
葬
墓
地
は
、
基
本
的
に

一
集
落
に
よ
る
造
営
と
推
定
し
、
個
々
の
小
群
は
、
世
帯
を
表
現
す
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
一
基
の
土
坑
内
に
複
数
の
人
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
縄

文
時
代
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
合
葬
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

根
古
屋
遺
跡
も
お
そ
ら
く
一
集
落
を
単
位
と
す
る
墓
地
の
一
部
を
発
掘
し
た
の
で
あ
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ろ
う
。
な
お
、
出
流
原
遺
跡
W
群
の
よ
う
に
、
管
玉
多
数
を
も
つ
墓
が
多
い
埋
葬
小

群

は
、
特
別
な
世
帯
の
存
在
を
示
唆
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
問
題

は
、
岩
名
天
神
前
遺
跡
や
岩
櫃
山
鷹
ノ
巣
岩
陰
の
よ
う
な
遺
跡
全
体
で
一
、

二
群
だ
け

検
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ぽ
あ
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
同
じ
遺
跡
内
の

別
地
点
に

ま
だ
い
く
つ
も
の
世
帯
の
墓
群
が
存
在
す
る
と
予
想
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
一
群
が
即
一
集
落
を
反
映
し
て
い
る
の
か
。
岩
櫃
山
遺
跡
の
ば
あ
い
は
、
近
接
し

て

幕
岩
岩
陰
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も
人
骨
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
も
し
鷹
ノ
巣
岩

陰
を
一
世
帯
の
墓
群
と
す
れ
ぽ
、
幕
岩
そ
の
他
の
岩
陰
と
あ
わ
せ
て
一
集
落
の
墓
地

と
し
て
完
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
岩
名
天
神
前
遺
跡
の
ぼ
あ
い
は
、
む
し
ろ
一
集
落

の

墓
地
で
あ
る
が
、
墓
地
が
形
成
途
上
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
基
数
が
少

な
く
、
群
別
も
十
分
に
行
え
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
の
も
一
つ
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

三
　
再
葬
制
の

系
譜

　
再
葬
の

分
布
　
　
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
た
東
日
本
の
弥
生
時
代
の
再
葬
遺
跡
は
一

〇
〇
箇
所
を
超
す

が
、
そ
の
分
布
範
囲
が
縄
文
晩
期
の
浮
線
網
状
文
H
氷
－
式
土
器

の

分
布
圏
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
の
歯
・
骨
製
の
特
殊

な
装
身
具
の
分
布
は
、
長
野
県
～
福
島
県
ま
で
広
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
、

長
野
県
・
新
潟
県
・
福
島
県
を
共
通
の
葬
制
の
広
が
る
地
域
と
し
て
把
握
が
可
能
な

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
設
楽
博
巳

は
、
再
葬
墓
の
土
器
の
数
に
着
目
し
て
、
東
日
本
の
弥
生
－
期
の
再
葬

墓

を
、
単
数
壼
棺
墓
と
複
数
壼
棺
墓
に
類
型
化
し
、
前
者
は
愛
知
県
を
中
心
と
す
る

東
海
地
方

に
、
後
者
は
福
島
県
を
中
心
と
す
る
東
北
地
方
南
部
に
発
生
源
が
あ
っ
て

四
周
に
拡
散
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
群
馬
県
渋
川
市
南

大
塚
遺

跡
の
複
数
壼
棺
墓
が
1
期
（
樫
王
式
1
大
洞
兀
式
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能

性
を

想
定

し
て
い
る
か
ら
〔
設
楽
一
九
八
八
a
・
b
〕
、
死
者
に
飲
食
物
を
捧
げ
る
、

あ
る
い
は
葬
送
儀
礼
を
盛
大
に
お
こ
な
う
の
は
、
関
東
地
方
北
部
か
ら
東
北
地
方
南

部
で
発
生
し
関
東
地
方
で
も
っ
と
も
発
達
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
死
者
の
歯
骨
を
抜

き
取
る
こ
と
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
も
、
火
葬
を
し
ば
し
ば
伴
っ
て
い
る
の

も
、
同
じ
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
福
島
県
根
古
屋
遺
跡
や
牡
丹
平
遺
跡
出
土
の

人
骨
に

の

こ
さ
れ
た
抜
歯
の
4
1
型
は
、
縄
文
晩
期
の
東
北
地
方
に
も
信
越
地
方
に

も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
、
明
ら
か
に
東
海
地
方
西
部
以
西
の
要
素
で
あ
る
。
根
古

屋
遺
跡

を
の
こ
し
た
集
団
は
、
東
海
地
方
西
部
と
の
関
係
な
し
に
成
立
し
た
と
は
考

え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　

で

は
、
東
日
本
再
葬
墓
の
源
流
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
縄
文
晩

期
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
縄
文
晩
期
の
再
葬
　
　
こ
の
時
期
の
再
葬
墓
は
、
表
5
に
示
す
よ
う
に
、
愛
知
県

～
新
潟
・
福
島
県
の
範
囲
か
ら
少
な
か
ら
ず
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
縄
文
晩
期
の
再
葬
に
は
二
つ
の
葬
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
遣
体
を
火
で
焼
い
て
細

片
化

し
た
あ
と
、
石
を
集
め
て
つ
く
っ
た
囲
い
の
な
か
に
、
人
骨
の
細
片
の
一
部
を

再
葬
す
る
方
法
で
あ
る
。
信
越
地
方
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
、
遺
体
を
焼
い
た
炉
跡
は

新
潟
県
青
海
町
寺
地
遺
跡
〔
寺
村
ほ
か
編
一
九
八
七
〕
で
、
人
骨
を
再
葬
し
た
石
囲

い
は
長
野
県
伊
那
市
野
口

遺
跡
〔
林
一
九
八
三
〕
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
〔
春
成
一

九
八

八
‥
四
一
三
～
四
一
五
〕
。
も
う
一
つ
は
、
遺
体
を
い
っ
た
ん
土
葬
し
た
あ
と
、
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表

5
　
縄
文
晩
期
の
「
再
葬
」
遺
跡
の
諸
例

福
島
県
三
貫
地

新
潟
県
寺
地

長
野
県
野
口

長
野
県
大
明
神

長
野
県
御
社
宮
司

愛
知
県
本
刈
谷

愛
知
県
伊
川
津

愛
知
県
吉
胡

一
四
個

と
九
個
の
頭
骨
を
円
形
に
並
べ
、
残

り
の
骨
を
そ
の
内
側
に
集
積

円
形
炉
内
に
焼
骨
、
離
れ
た
位
置
に
石
棺
墓

火
葬
。
再
葬
は
石
榔
内
に
円
形
配
石
墓
を
つ

く
り
焼
骨
を
二
、
三
体
分
ず
つ
ま
と
め
る

火
葬

火
葬

成
人
の
甕
棺
葬

初
葬
は
土
葬
。
再
葬
も
土
葬

初
葬
は
土
葬
。
再
葬
は
土
葬
ま
た
は
単
独
壼

棺
葬

晩
期
前
葉

晩
期
前
葉

晩
期
前
葉

晩
期
前
葉

晩
期
末

（
氷
－
式
）

晩
期
中
葉

晩
期
前
葉

晩
期
前
葉
～
弥
生
－
期

掘

り
出
し
て
基
本
的
に
す
べ
て
の
骨
を
も
う
一
度
土
葬
す
る
方
法
で
あ
る
。
初
葬
と

ほ
ぼ

同
じ
姿
勢
を
と
ら
せ
て
再
葬
し
た
例
は
、
愛
知
県
渥
美
町
伊
川
津
遺
跡
か
ら
一

九
八
四

年
に
発
掘
さ
れ
た
4
号
、
1
2
号
人
骨
が
あ
り
、
四
肢
骨
を
方
形
に
配
列
し
て

そ

の

内
部
に
の
こ
り
の
骨
を
い
れ
た
い
わ
ゆ
る
盤
状
集
積
葬
の
例
も
、
愛
知
県
渥
美

町
伊
川

津
、
同
町
保
美
、
田
原
町
吉
胡
、
西
尾
市
枯
木
宮
、
刈
谷
市
本
刈
谷
、
同
市

泉
田
宮
東
1
号
貝
塚
遺
跡
で
知
ら
れ
て
い
る
。
人
骨
を
遺
存
す
る
墓
地
遺
跡
が
愛
知

県
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
三
河
地
方
に
分
布

の
中
心
が
あ
る
。
そ
し
て
、
時
期
的
に
は
晩
期
で
も
初
め
に
中
心
が
あ
る
こ
と
は
、

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
豊
橋
市
麻
生
田
大
橋
遣
跡
〔
安
井
編
一
九
九
ご
で
発
掘
さ
れ
た
縄
文

晩
期
か
ら
弥
生
－
期
（
五
貫
森
式
～
水
神
平
式
）
の
一
〇
二
基
に
達
す
る
土
器
棺
墓

が
、
壼
ま
た
は
甕
を
横
に
倒
し
て
埋
め
た
通
常
の
土
器
棺
墓
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
判

断
す

る
と
、
弥
生
時
代
の
壼
棺
再
葬
墓
の
源
流
が
、
東
海
地
方
西
部
に
あ
っ
た
可
能

性
は
後
退
す
る
。

　
根
古
屋
遺
跡
は
火
葬
を
普
遍
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
縄
文
晩
期

の

信
越
地
方

と
の
つ
な
が
り
を
想
わ
せ
る
。
ま
た
、
抜
歯
は
、
三
河
地
方
以
西
と
の

関
係
を
示
唆
し
て
い
る
し
、
壼
棺
の
な
か
に
混
じ
っ
て
い
る
遠
賀
川
系
土
器
も
西
日

本
と
の
関
係
な
し
に
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
。
東
北
地
方
の
複
数
壷
棺
葬
墓
は
、
縄

文
晩

期
の
同
地
方
の
墓
制
か
ら
の
み
発
現
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
先

に
進
み
た
い
。

　
再

葬
の
終
焉
　
　
弥
生
1
～
皿
期
に
盛
行
し
た
再
葬
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か

に

つ
い
て

の

考
察
は

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
方
形
墳
丘
墓
（
周
溝
墓
）

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
済
ま
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
埼
玉
県
小
敷
田
遺
跡
か
ら
は
、
皿
期
後
半
（
須
和
田
式
）
に
属
す
る
関
東
最
古
の

方
形
墳
丘
墓

（
周
溝
墓
）
が
、
再
葬
墓
と
並
存
し
た
状
況
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
弥
生

H
期
に
属
す
る
長
野
市
塩
崎
遺
跡
〔
矢
口
編
一
九
八
六
〕
で
は
、
木
棺
墓
に
壷

が

多
数
伴
っ
て
お
り
、
再
葬
墓
が
消
滅
し
た
直
後
の
有
様
を
思
わ
せ
た
。
木
棺
そ
の

も
の
は
腐
朽
し
て
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
人
骨
は
一
八
基
に
の
こ
っ
て
い
た
。

そ

れ

ら
は
、
い
ず
れ
も
伸
展
葬
で
あ
っ
て
、
再
葬
で
は
な
か
っ
た
。

　
三
浦
半

島
で
は
、
大
浦
山
洞
穴
か
ら
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
、
W
期

（宮
ノ
台
式
）
に
属
す
る
三
浦
市
赤
坂
遣
跡
が
あ
り
、
さ
ら
に
横
須
賀
市
蛭
畑
、
上
の

台
、
逗
子
市
持
田
遺
跡
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
は
い
ず
れ
も
台
地
上
に
立
地
し
、

そ

の

う
ち
、
蛭
畑
遺
跡
か
ら
は
竪
穴
住
居
趾
二
六
軒
と
方
形
墳
丘
墓
（
周
溝
墓
）
五

基
が
発
見

さ
れ
て
お
り
〔
浅
川
・
河
合
一
九
八
七
〕
（
図
6
）
、
他
の
遺
跡
も
、
方
形
墳

丘
墓
だ

け

で

な
く
、
環
濠
集
落
も
備
え
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
大
浦
山
洞
穴
も
そ
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れ

ら
と
同
じ
時
期
に
属
す
る
以
上
、
そ
れ
ら
の
集
落
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
思
え

な
い
。
蛭
畑
遺
跡
の
方
形
周
溝
墓
の
内
部
主
体
は
、
い
ず
れ
も
区
画
内
か
ら
発
見
さ

れ
、
2
号
、
3
号
墓
で
は
二
基
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
規
模
は
、
長
さ
一
・
七
メ
ー
ト

ル
、
幅
○
’
六
～
○
・
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
て
（
河
合
英
夫
教
示
）
、
こ
の
時
期
の

他
の
方
形
墳
丘
墓
の

そ
れ

と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
な
お
、
3
号
墓
の
溝
内
か
ら

は
一
基
の
壷
棺
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
蛭
畑
遺
跡
で
は
、
残
念
な
こ
と
に
人
骨
は
遺

存
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
再
葬
墓
で
あ
っ
た
か
否
か
の
証
明
は
で
き
て
い

な

い
。
内
部
主
体
の
規
模
は
成
人
の
伸
展
葬
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

規
模
の

点
だ
け

で
再
葬
を

否
定
す

る
の
は
危
険
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
古
墳
時
代
前
期
の
茨
城
県
東
茨
城
郡
磯
浜
町
鏡
塚
古
墳
の
後
円
部
の
粘

土
榔
は
長

さ
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
木
棺
の
長
さ
は
お
そ
ら
く
約
八
メ
ー
ト
ル
と
推
定

さ
れ
る
が
、
埋
葬
遺
骸
は
わ
ず
か
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
場
所
に
、
頭
骨
・

臼
歯
・
肋
骨
・
寛
骨
片
が
ま
と
め
て
お
か
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〔
大
場
ほ
か

一
九
五
六
〕
。
ま
た
、
栃
木
県
佐
野
市
八
幡
山
古
墳
で
は
長
さ
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
幅

○
・
三
～
○
・
五
メ
ー
ト
ル
の
竪
穴
式
石
室
の
ほ
ぼ
中
央
に
成
人
男
性
骨
一
体
分
が

一
束
に
ま
と
め
て
埋
葬
し
て
あ
っ
た
〔
前
沢
一
九
五
五
〕
。
関
東
地
方
の
前
期
古
墳

に

は
、
こ
の
よ
う
に
通
常
規
模
以
上
の
内
部
主
体
で
あ
っ
て
も
、
再
葬
墓
と
い
う
例

は

少
な
く
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
三
浦
半
島
で
は
、
あ
る
い
は
三
浦
半
島
の
み

な
ら
ず
関
東
地
方
で
は
、
弥
生
中
期
に
は
、
再
葬
墓
は
新
来
の
方
形
周
溝
墓
と
合
体

し
、
方
形
周
溝
墓
の
内
部
主
体
は
再
葬
墓
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ

う
か
〔
春
成
一
九
八
七
‥
八
二
〕
。

　
火
葬
に
関
し
て
は
、
群
馬
県
高
崎
市
新
保
田
中
村
前
遺
跡
で
弥
生
後
期
の
方
形
周

溝
墓
が
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
体
部
か
ら
焼
か
れ
た
成
人
の
頭
、
足
部
、
歯

骨
が

出
土
し
、
そ
の
周
囲
の
土
が
焼
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
遺
体
を
主
体
部
内
で
直

接
焼
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
平
野
一
九
八
八
‥
一
二
〇
〕
。

　
古
墳
時
代
の
再
葬
制
を
示
唆
す
る
例
と
し
て
は
、
長
野
県
鳥
羽
山
洞
穴
〔
関
一
九

六

七
〕
・
〔
永
峯
一
九
八
二
〕
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
遺
跡
の
ば
あ
い
は
、

洞
穴
の

床
面
の

貼
石

上
に
五
体
以
上
の
人
骨
を
お
き
、
ま
た
壁
際
に
は
四
肢
骨
を
、

薪
を

束
ね
た

よ
う
な
状
態
に
お
い
て
い
た
。
貼
石
上
に
は
火
を
焚
い
た
部
分
も
数
箇

所
認
め
ら
れ
た
。
報
告
者
は
、
再
葬
墓
と
は
断
定
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
状
況
は
再

葬
を
思
わ
せ
る
。

　
古
墳
時
代
に
も
再
葬
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
好
例
と
し
て
は
、
千

葉
県
四
街
道
市
物
井
古
墳
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
〔
物
井
古
墳
発
掘
調
査
会
一
九
八

二
〕
。
径
二
三
メ
ー
ト
ル
の
円
形
墳
丘
の
中
央
に
箱
形
石
棺
（
内
法
長
さ
二
・
○
メ

ー
ト
ル
、
幅
○
・
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
○
・
七
メ
ー
ト
ル
）
を
つ
く
り
、
そ
の
内
部

に

一
八
体
分
以

上
の

人
骨

（
成
人

男
性
五
、
女
性
三
、
不
明
九
、
未
成
人
一
）
を
、

二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
に
び
っ
し
り
と
埋
葬
し
て
い
た
。
し
か
し
、
骨
の
種

類

に

よ
っ
て
そ
の
個
体
数
に
は
大
き
な
差
が
あ
り
、
二
次
埋
葬
地
に
お
け
る
骨
の

回

収
が
、
か
な
り
不
徹
底
で
あ
っ
た
L
と
推
定
さ
れ
た
〔
山
口
　
一
九
八
二
‥
三
〇
〕
。

同
様
の
例
は
、
成
田
市
長
田
1
号
墳
（
長
さ
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
堅
穴
式
石
室
、
七

～
八
体
を
再
葬
）
な
ど
で
も
知
ら
れ
て
お
り
〔
藤
下
・
高
木
一
九
八
〇
‥
四
四
五
～
四

四

八
〕
、
再
葬
制
が
弥
生
時
代
中
期
中
ご
ろ
に
終
焉
し
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

　
こ

の

よ
う
に
、
弥
生
時
代
の
再
葬
制
は
、
そ
の
中
期
中
ご
ろ
に
現
象
的
に
は
方
形

墳
丘
墓
（
周
溝
墓
）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、
実
は
古
墳
時
代
ま
で
連
綿
と
続
い
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て

い
た
可
能
性
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
再
葬
制
の
意
義

　

再
葬
の
儀
礼
的
意
味
　
　
東
日
本
弥
生
時
代
の
再
葬
制
に
つ
い
て
は
よ
う
や
く
そ

の

実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
意
義
に
関
し
て
突
っ
こ
ん
だ
議

論
は

ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
先
に
復
元
し
た
再
葬
の
過
程
か
ら
、
再

葬
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

東

日
本
弥
生
時
代
の
再
葬
制
で
は
、
遺
骸
を
解
体
し
骨
化
し
た
あ
と
、
人
骨
の
一

部
を

再
葬

し
、
の
こ
り
の
骨
を
加
熱
し
て
細
片
化
し
た
り
、
石
で
た
た
い
て
割
っ
て

粉
砕

し
廃
棄
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
上
か
ら
死
者
を
完
全
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を

意
図

し
た
行
為
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
再
葬
は
こ
れ
ま
で
一
次
葬
と
し
て
土

葬
が
あ
り
、
　
一
定
期
間
を
経
た
の
ち
掘
り
出
し
て
再
埋
葬
す
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン

ス

で
理
解

さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
縄
文
晩
期
の
伊
川
津
遺
跡
で
は
、
初
葬
の
墓
穴

が

少
な
か
ら
ず
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
弥
生
時
代
で
は
群
馬
県
沖
－
遺
跡
、
福
島
県

根
古
屋
遺
跡
、
秋
田
県
生
石
2
遺
跡
な
ど
で
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
弥
生

時
代
の
再
葬
の
初
葬
が
土
葬
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
は
、
ま
だ
確
固
た
る
根
拠
を
も

つ
も
の
で
は
な
い
。
神
奈
川
県
大
浦
山
洞
穴
、
群
馬
県
八
束
脛
洞
穴
な
ど
の
状
況
か

ら
、
遺
骸
の
解
体
や
火
葬
を
早
い
時
期
に
お
こ
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
死
か
ら
再

葬
ま
で
の
間
は
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
短
い
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
　
（
4
）

る
。
と
す
る
と
、
再
葬
の
主
要
な
目
的
と
し
て
は
、
貴
尤
伝
説
を
取
り
上
げ
て
遺
骸

の
解
体
・
散
葬
の
意
味
を
論
じ
た
折
口
信
夫
の
説
を
想
い
起
こ
す
。
折
口
の
言
葉
を

借

り
る
な
ら
ば
、
「
霊
魂
或
は
精
霊
の
拠
っ
て
復
活
す
べ
き
身
が
ら
を
、
一
つ
は
分

け
て

揃
は

な
い
様
に
し
、
一
つ
は
焼
い
て
根
だ
や
し
に
し
て
了
ふ
の
で
あ
る
」
〔
折
口

一
九
二

六
“
八
〇
～
八
一
〕
。
要
す
る
に
、
洗
骨
・
火
葬
は
、
死
霊
や
悪
霊
が
遺
骸
に

と
り
つ
い
て
人
間
に
死
や
災
厄
を
も
た
ら
す
形
で
死
者
が
復
活
す
る
こ
と
を
防
ぐ
手

段
な
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
初
葬
と
し
て
土
葬
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と

す
れ

ば
、
そ
の
間
は
死
者
の
体
か
ら
肉
す
な
わ
ち
霊
魂
を
分
離
し
、
そ
れ
を
霊
界
に

送

る
期
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

埋
葬
1
1
土
葬
は
、
死
者
に
対
す
る
愛
情
か
ら
死
が
確
認
さ
れ
た
後
、
腐
敗
が
進
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
な
い
う
ち
に
土
中
に
埋
め
る
と
こ
ろ
に
出
発
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

彼

ら
が
死
一
般
に
対
す
る
恐
れ
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
大
林

太
良
は
、
死
後
も
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
、
死
を
恐
れ
な
い
ベ
ト
ナ
ム
や
メ
ラ
ネ
シ
ア

の
民
族
例
を

い
く
つ
も
紹
介
し
て
い
る
〔
大
林
一
九
七
七
‥
九
七
～
一
〇
三
〕
。

　
霊
魂
不
死
の

観
念
が
日
本
列
島
で
い
つ
成
立
し
た
の
か
、
考
え
る
材
料
は
少
な
い

が
、
再
葬
例
が
す
で
に
縄
文
早
期
に
愛
媛
県
美
川
村
上
黒
岩
岩
陰
で
報
告
さ
れ
て
い

る
こ
と
〔
森
本
ほ
か
一
九
七
〇
〕
は
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。
再
葬
は
そ
の
後
、

縄
文
後
期
の
広
島
県
東
城
町
帝
釈
寄
倉
岩
陰
で
は
、
二
〇
体
以
上
の
ま
と
ま
り
が
二

箇
所
の
こ
さ
れ
て
お
り
〔
戸
沢
ほ
か
一
九
六
八
‥
七
～
＝
〕
、
そ
の
一
部
に
は
火
を

受
け
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
、
　
一
部
火
葬
の
後
に
再
葬
し
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。　

火
葬
は
、
縄
文
前
期
中
葉
の
岡
山
県
灘
崎
町
彦
崎
貝
塚
を
最
古
例
と
し
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

後
も
中
期
に
長
野
県
戸
倉
町
幅
田
遺
跡
、
そ
し
て
後
期
の
諸
例
が
知
ら
れ
て
い
る

〔石

川
一
九
八
八
〕
。
彦
崎
貝
塚
例
は
、
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
二
三
セ
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ン

チ

メ
ー
ト
ル
の
円
形
土
坑
に
頭
骨
三
個
を
巴
状
に
配
し
、
他
の
部
分
の
骨
は
ぼ
ら

ば

ら
で
、
同
じ
穴
の
な
か
に
埋
葬
し
て
あ
り
、
骨
は
焼
け
て
い
た
、
と
い
う
〔
池
葉

須

一
九
七

＝
二
三
。
記
述
か
ら
す
る
と
、
別
地
点
で
焼
い
た
後
に
こ
の
土
坑
に
埋

葬
し
た
よ
う
で
あ
る
。
幅
田
遺
跡
例
は
、
径
約
二
五
メ
ー
ト
ル
の
環
状
列
石
の
第
ー

ブ

ロ

ッ

ク
礫
群
の
下
に
あ
る
小
土
坑
内
に
、
焼
け
た
成
人
の
頭
蓋
骨
片
一
一
個
を
埋

め

た

も
の
で
、
「
こ
の
場
所
で
焼
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ほ
か
で
焼
か
れ
た
の
ち

に
土
坑
内
に
納
め
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
〔
森
島
一
九
八
二
‥
二
二
〇

～
二
一
二
〕
。

　
け
れ

ど
も
、
こ
れ
ら
の
火
葬
例
は
、
各
地
で
ポ
ツ
ソ
ポ
ツ
ン
と
検
出
さ
れ
て
い
る

と
い
う
状
況
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
地
域
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
普
遍
的
な
葬
法
に
は

み
え

な

い
。
ど
の
地
方
で
も
後
期
ま
で
は
、
主
流
は
あ
く
ま
で
も
一
度
土
葬
す
る
だ

け

の

葬
法
で
あ
る
。

　
火
葬
の
起
源
を
示
唆
す
る
の
は
、
縄
文
中
期
の
勝
坂
式
期
に
属
す
る
千
葉
市
加
曽

利
北

貝
塚
H
l
二
九
号
住
居
趾
で
、
成
人
男
性
一
、
熟
年
女
性
二
、
少
年
一
体
の
遺

骸
の

上
で
見
い
だ

さ
れ
た
大
き
な
焚
火
の
跡
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
一
体
の
頭
部
と

胸

骨
の

一
部
は
焼
け
て

炭
化

し
て
い
た
。
こ
れ
を
、
「
死
亡
の
原
因
や
苦
痛
の
状
態

が
異
常
で

あ
っ
た
が
た
め
、
ム
ラ
ビ
ト
は
そ
の
悪
霊
を
恐
れ
、
死
体
に
触
れ
る
こ
と

を

忌

み
き
ら
っ
た
。
通
常
な
ら
、
他
へ
移
し
て
竪
穴
墓
坑
の
中
に
丁
重
に
埋
葬
す
る

の

で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
埋
葬
し
、
家
に
火
を
か
け
て
厄
払

い
を

し
た
」
と
考
え
る
後
藤
和
民
の
説
〔
後
藤
一
九
七
〇
‥
二
＝
〕
は
、
妥
当
な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
焼
け
た
人
骨
を
拾
っ
て
土
葬
こ
そ
し
て
い
な
い

が
、
こ
の
例
も
一
種
の
火
葬
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
遺
骸
の
火
葬
に
せ
よ
解

体
に
せ

よ
、
当
初
は
、
遺
っ
た
人
々
に
災
厄
を
も
た
ら
す
危
険
の
あ
る
変
死
・
凶
死

し
た
人
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
死
霊
に
対
す
る
恐
れ
は
、
お
そ
ら

く
早
く
か
ら
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
再
葬
や
火
葬
は
、
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
、
死

者
に
対
す

る
観
念
が
あ
る
段
階
ま
で
達
す
る
と
、
多
元
的
・
自
然
発
生
的
に
で
て
く

る
発
想
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

　

し
か
し
、
縄
文
晩
期
の
信
越
地
方
の
野
口
・
大
明
神
・
寺
地
遺
跡
例
な
ど
を
み
る

と
、
火
葬
は
そ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
葬
法
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
葬
法
と
な
っ
て

い

た

と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
地
域
で
は
、
遺
体
を
焼
き
、
一
部
を
再
葬
し
、

大
部
分
を

遺
棄
す

る
葬
法
が
す
で
に
定
着
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
時
期
の
東
海
地
方

西
部
の

保
美
・
伊
川
津
・
吉
胡
遺
跡
な
ど
で
は
、
遺
骸
の
盤
状
集
積
を
典
型
と
し
て
、

一
度
土
葬
し
た
遺
体
を
掘
り
出
し
て
再
度
土
葬
ま
た
は
甕
棺
葬
す
る
葬
法
を
盛
ん
に

と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
伊
川
津
遺
跡
の
ぼ
あ
い
で
は
、
遺
体
の
う
ち
頭
骨
と
四
肢

骨
を

中
心
に
再
葬
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。
東
日
本
弥
生
時
代
の
再
葬
制
は
、

こ
れ
ら
中
部
地
方
の
縄
文
晩
期
の
再
葬
制
の
普
遍
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
縄
文
晩
期
の

東
海
地
方
西
部

は
、
抜
歯
・
叉
状
研
歯
・
鹿
角
製
腰
飾
り
な
ど
通
過

儀
礼
と
関
連
を
も
つ
諸
儀
礼
と
装
身
を
著
し
く
発
達
さ
せ
、
西
日
本
の
各
地
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
特
別
な
地
域
で
あ
る
。
死
は
人
生
最
後
の
区
切
り
で
あ
る
。
そ
れ

を

彼

ら
は
肉
体
の
死
と
と
ら
え
、
骨
化
し
て
、
あ
る
場
合
は
そ
の
骨
を
完
全
に
破
壊

し
て
は
じ
め
て
す
べ
て
の
通
過
儀
礼
を
終
了
し
た
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
死
者
は
、

こ
れ
ら
の
儀
礼
を
通
過
し
て
祖
先
あ
る
い
は
祖
霊
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
と
信
じ
ら

れ
て

い
た

の

で

あ
ろ
う
。
通
過
儀
礼
は
、
人
生
の
節
目
を
通
過
し
た
あ
と
は
後
戻
り

し
な
い
、
言
い
か
え
る
と
、
過
去
を
そ
の
都
度
切
り
離
し
て
前
に
の
み
進
む
と
い
う
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発
想
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
凶
死
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
死
者
が
ふ
た
た

び
現
世
に

帰
っ
て
く
る
の
は
災
厄
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
、
祖

先
た
ち
の
住
む
他
界
に
送
り
こ
む
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
死
者
の
霊
魂

は
、
祖
霊
の
世
界
で
新
た
な
肉
体
を
得
て
再
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
骨
本
来
の
姿
を

な

く
し
た
あ
と
再
葬
さ
れ
る
人
骨
の
細
片
少
々
は
、
も
は
や
骨
の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
の

で

あ
っ
て
、
他
界
で
の
身
体
に
必
要
な
骨
と
し
て
、
そ
し
て
再
生
に
必
要
な
霊
の
依

代

と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
な

ぜ
再
葬

用
の
棺
と
し
て
壷
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
弥
生
前
ー
中
期
の
関

東
・
東
北
地
方
南
部
で
普
遍
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

東

日
本
弥
生
－
期
の
稲
作
農
耕
と
再
葬
制
の
発
達
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
連
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
壷

は
、
弥
生
時
代
に
あ
っ
て
は
稲
作
と
と
も
に
出
現
す
る
稲
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存

在
で

あ
る
。
そ
れ
は
壷
が
翌
年
の
種
籾
あ
る
い
は
米
酒
の
貯
蔵
容
器
と
い
う
用
途
を

も
っ
て
い
る
点
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
野
県
塩
崎
遺
跡
の
木
棺
墓
上
に

多
数
の
壼
を
置
い
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
す
れ
ぽ
、

再
葬
用
の

棺
に
壼
が
多
用
さ
れ
る
理
由
も
、
そ
こ
に
糸
口
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

か

も
し
れ
な
い
。
人
骨
の
ご
く
一
部
を
再
葬
す
る
た
め
に
多
数
の
壼
を
用
い
て
い
る

の

は
、
壼
が
容
骨
器
と
し
て
の
み
供
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
墓
地
ま
で
飲
食
物

の

容
器

と
し
て
も
運
ん
で
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
骨
の
は
い

っ

て

い

な
い
壼
に
ま
で
石
や
土
器
片
で
蓋
を
し
て
い
る
の
は
、
壼
の
な
か
に
飲
食
物

が

は

い
っ

て

い

た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
人
歯
・
骨
着
装
の
社
会
的
意
味
　
　
死
者
の
歯
・
骨
を
着
装
す
る
風
習
は
、
縄
文

時
代
で
は
ご
く
少
数
は
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
選
ん
だ
骨
や
加
工
の
方
法
は
ま

ち
ま
ち
で
、
定
式
化
し
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
縄
文
晩
期

の
東

日
本
で
は
人
歯
加
工
品
の
存
在
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
。
現
状
で
は
、
人
歯

加
工
品
は
、
東
日
本
で
は
弥
生
時
代
に
出
現
し
た
も
の
と
判
断
す
る
ほ
か
な
い
。
こ

の

点
は
重
要
な

手
が

か
り
を
提
供
す
る
。

　
穿
孔
人
骨
の

意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
の
は
、
「
死
老
へ
の
愛
情

と
尊
敬
か
ら
だ
ろ
う
」
〔
佐
原
一
九
七
五
‥
四
四
〕
と
か
、
そ
の
素
材
が
幼
児
か
ら
成

人

ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
「
穿
孔
人
歯
骨
は
基
本
的
に
そ
の
集
団
内
の
全
構
成

員
に
わ
た
っ
て
作
製
さ
れ
た
」
と
み
な
し
〔
外
山
ほ
か
一
九
八
九
二
六
〕
、
「
亡
き
肉

親
の
一
部
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
と
生
活
を
共
に
す
る
思
想
の
あ
ら

わ
れ
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
宮
崎
ほ
か
　
一
九
八
五
二
〇
四
〕
。
し
か
し
、

一
遺
跡
か

ら
出
土
す
る
穿
孔
人
歯
・
骨
の
数
は
、
「
全
構
成
員
」
の
歯
・
骨
を
加
工

し
た
と
い
う
ほ
ど
に
は
多
く
な
い
。
同
じ
遺
跡
で
加
工
し
て
い
な
い
歯
や
指
骨
も
多

数
発
見

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
理
由
は
、
火
葬
す
る
場
所
に
そ
の
よ
う
な
装
身
具

を
も
っ
て
く
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
な
い
。
八
束
脛
、
根
古
屋
、

緒
立
遺
跡
な

ど
で
人
骨
片
の
廃
棄
場
所
か
ら
検
出
さ
れ
た
事
実
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら

の

装
身
具
が
着
装
者

と
と
も
に
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
、
管
玉
な
ど
の
よ

う
に
再
葬
墓
ま
で
も
ち
こ
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
う
考

え
て
よ
け
れ
ば
、
火
葬
あ
る
い
は
再
葬
は
す
べ
て
の
人
が
対
象
と
な
っ
た
が
、
歯
・

骨
を

抜
き
取
り
装
身
具
に
す
る
の
は
、
そ
の
集
団
の
な
か
で
特
別
な
構
成
員
と
み
な

さ
れ
て
い
た
一
部
の
人
た
ち
で
あ
る
可
能
性
が
つ
よ
い
。
こ
の
こ
と
を
別
の
資
料
か

ら
裏
づ
け
る
の
は
、
出
流
原
、
女
方
遺
跡
な
ど
で
、
個
々
の
再
葬
墓
か
ら
出
土
す
る
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管
玉
の

数
に
多
寡
の

差
が
著

し
い
こ
と
で
あ
る
。
管
玉
の
数
が
、
被
葬
者
間
の
地

位
・
身
分
な
ど
の
差
を
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
歯
骨
製
装
身
具
の
意
味
は
、
次

第
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。

　
歯
骨
を

抜
い
て

装
身
具
に
す

る
の
は
、
死
者
に
対
す
る
愛
情
な
ど
に
発
し
て
い
る

の

で
は

な
く
、
特
定
の
死
者
の
生
前
に
も
っ
て
い
た
社
会
的
属
性
・
人
格
あ
る
い
は

権
利
義
務

を
遺
族
が
相
続
・
継
承
す
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
行
為
と
み
る
ほ
う
が
よ
い

の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
弥
生
人
の
権
利
義
務
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の

か
、
明
言
は
し
に
く
い
が
、
土
地
の
占
有
権
、
各
種
の
資
材
の
所
有
・
使
用
権
、

他
集

団
と
の
交
渉
権
、
葬
祭
、
各
種
の
共
同
労
働
な
ど
集
団
維
持
に
必
要
な
費
用
・

食
料
の

負
担
な
ど
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
歯
・
骨
を
抜
く
の
は
男
女
と
も
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
男
性
だ
け
で
あ
る
の
か
、
重
要
な
点
が
不
明
な
ま
ま
議
論
を
先
に
進

め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
例
え
ぽ
、
家
長
を
務
め
て
い
た
男
が
亡
く
な
っ
た
と
し

　
（
7
）

よ
う
。
彼
の
死
が
確
定
的
と
な
っ
た
時
点
で
、
彼
が
生
前
に
か
か
わ
っ
て
い
た
社
会

の

あ
る
部
分
　
　
地
位
、
身
分
、
役
割
、
権
利
、
未
亡
人
（
配
偶
者
）
な
ど
ー
の

空
白
を
、
遺
族
は
補
墳
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
た
だ
、
歯
・
骨
の
性
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
八
束
脛
遺
跡
出
土
の
歯
骨
加
工
品
の
な
か
に
三
歳
前
後
の
乳
歯
と
未
成
年

者
の
基
節
骨
が
混
ざ
っ
て
い
る
か
ら
、
家
長
権
の
継
承
だ
け
で
な
か
っ
た
よ
う
に
も

み

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
幼
児
や
少
年
は
、
成
長
し
た
あ
か
つ
き
に
は
家
長
に
な
る

こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
縄
文
・
弥
生
時
代
に
お
い

て
、
あ
る
特
定
の
家
系
あ
る
い
は
血
統
の
者
を
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
特
別
視
す
る

社
会
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
叉
状
研
歯
者
や
装
身
具
着
装
者
の
分
析
に
よ
っ
て

推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
〔
春
成
一
九
八
九
二
二
三
～
＝
一
七
〕
。

　
人
歯
・
骨
の
装
身
具
が
普
遍
的
に
存
在
す
る
の
は
、
東
日
本
の
弥
生
農
耕
社
会
の

初
期
段
階
で
あ
る
。
稲
作
の
開
始
に
伴
っ
て
新
し
い
権
利
義
務
が
生
じ
た
段
階
で
、

人
々
は
あ
る
特
定
の
権
利
義
務
の
相
続
の
問
題
に
異
常
に
敏
感
に
な
っ
た
時
だ
っ
た

の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
再
度
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
人
肉
を
煮
た
の
は
骨
か
ら
肉
を
外
し
や

す

く
す
る
の
が
主
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
鈴
木
尚
は
、
伊
川
津
遺
跡
と
大
浦
山
洞
穴
の
人
骨
に
の
こ
さ
れ
た
傷
が
、

獣
骨

と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
人
肉
食
を
説
い
た
。
大
林
太
良
は
、

複
葬
の
分
布
が
死
体
保
存
や
族
内
食
人
俗
の
分
布
と
ほ
ぼ
一
致
し
深
い
関
係
に
あ
り
、

そ

れ

は
、
「
死
者
と
生
者
と
の
あ
い
だ
の
緊
密
な
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
態
度
」

で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
〔
大
林
一
九
七
七
‥
九
六
～
九
七
〕
。

　
東
日
本
の
弥
生
人
は
、
再
葬
を
盛
ん
に
お
こ
な
い
、
死
者
の
歯
や
骨
で
作
っ
た
装

身
具
を

身

に

つ
け
る
風
習
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
死
後
歯
骨
を
抜
か
れ
た
人
も
、

そ

れ

ら
を
身
に
つ
け
た
人
も
一
部
の
人
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
が
特
定
者
の

権
利
義
務
の

継
承
儀
礼
に

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
の
こ
り
の
一
般
の
人
々
の
権
利
義
務

の

継
承
儀
礼

も
同
時
に
存
在
し
て
よ
い
。
死
後
遺
体
を
解
体
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て

の

人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
て
い
く
と
、
近
親
者
の
亡
く
な
っ
た
あ
と
、

そ

の

権
利
義
務
を

継
承
す

る
儀
礼
行
為
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
肉
を
遺
族
が
食
べ
た

こ
と
は
な
い
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
・
九
・
二
五
）

↑註
）

小
野
天
神
前
遺
跡
出
土
の
焼
け
た
骨
は
、
獣
骨
で
あ
っ
た
た
め
に
、
再
葬
墓
で
な
い
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と
い
う
説
も
だ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
遺
跡
は
、
縄
文
時
代
後
期
の
遺
跡
と
重

　
　

な
っ
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
焼
け
た
獣
骨
が
広
く
散
布
し
て
い
る
か
ら
、
再
葬
墓
か
ら

　
　
出
土
す
る
獣
骨
も
古
い
時
期
の
も
の
が
混
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
弥
生
時
代

　
　
の

再
葬
人
骨
も
火
葬
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
焼
骨
が
の
こ
っ
て
い
て
よ
い
か
ら
、
こ

　
　

こ
で
は
生
骨
が
再
葬
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

（
2
）
　
遺
骨
の
破
壊
例
と
し
て
は
、
縄
文
晩
期
で
は
、
伊
川
津
S
Z
一
六
号
、
女
性
、
熟
年
、

　
　
ほ

ぼ
完
全
な
人
骨
、
保
美
K
G
二
〇
号
、
男
性
、
成
人
、
不
完
全
人
骨
〔
鈴
木
一
九
三

　
　
八
”
四
～
八
〕
、
保
美
S
Z
一
九
六
三
－
七
号
、
男
性
、
老
年
〔
鈴
木
一
九
七
五
‥
二
六
九

　
　
～
二
七
二
〕
、
弥
生
前
期
で
は
土
井
ケ
浜
＝
一
四
号
（
英
雄
）
、
男
性
〔
金
関
ほ
か
一
九
六

　
　
一
二
一
三
九
・
二
四
六
㌣
〔
金
関
一
九
六
三
〕
な
ど
が
、
頭
を
打
ち
割
ら
れ
て
い
る
顕
著
な

　
　
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
闘
争
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
死
後
に
破
壊
さ
れ
た
可
能
性

　
　
が
あ
る
。

（
3
）
　
生
石
2
遺
跡
は
、
概
報
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
判
断
を
下
し
に
く

　
　

い
。
私
は
小
野
忍
氏
の
案
内
で
発
掘
資
料
の
ご
く
一
部
を
観
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

　
　
「
石
皿
転
用
の
台
石
遣
構
1
」
の
石
皿
に
は
、
そ
の
上
で
骨
を
砕
い
た
よ
う
な
叩
き
傷

　
　
は
認
め

ら
れ
な
い
。
叩
き
石
状
の
円
礫
も
叩
い
た
痕
跡
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
ま
た
、
人

　
　
骨
を
砕
く
に
は
小
さ
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
の
｝
方
、
付
近
出
土
の
頁
岩
製
の

　
　
剥
片
に
は
刃
こ
ぼ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
木
炭
混
じ
り
の
黒
褐
色
土
に
含
ま
れ
て

　
　
い
た
骨
粉
は
「
灰
白
色
」
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
人
骨
は
焼
か
れ
て
い
る
可
能

　
　
性
も
あ
る
。
焼
骨
を
砕
く
の
で
あ
れ
ば
、
叩
き
石
は
小
さ
く
て
も
よ
い
。

（
4
）
　
蛋
尤
は
、
『
書
経
』
に
で
て
く
る
、
黄
帝
と
戦
っ
て
敗
死
し
た
中
国
神
話
の
巨
人
英
雄
神
。

（
5
）
　
日
本
列
島
で
知
ら
れ
て
い
る
最
古
の
埋
葬
は
、
旧
石
器
時
代
後
期
、
約
二
万
年
前
の

　
　
大
分
県
大
野
郡
清
川
村
岩
戸
遣
跡
〔
坂
田
一
九
八
〇
〕
や
神
奈
川
県
綾
瀬
市
上
土
棚
遺

　
　
跡
〔
中
村
一
九
九
一
〕
か
ら
発
掘
さ
れ
た
土
坑
墓
1
1
土
葬
で
あ
る
。
岩
戸
遺
跡
で
は
一

　
　
基
だ
け

で
あ
る
が
、
上
土
棚
遺
跡
で
は
五
基
の
土
坑
が
密
集
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
時

　
　
期
に
は
埋
葬
が
明
ら
か
に
一
つ
の
社
会
的
な
慣
習
に
な
っ
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で

　
　
き
よ
う
。

（
6
）
　
縄
文
中
期
に
属
す
る
熊
本
県
城
南
町
阿
高
貝
塚
の
「
火
葬
」
例
は
、
清
野
謙
次
に
ょ

　
　
る
と
、
成
人
女
性
を
埋
葬
後
、
一
定
年
月
を
経
て
軟
部
が
ほ
ぼ
腐
敗
し
た
後
に
、
胸
部

　
　
付
近
に
直
径

四
、
五
尺
の
穴
を
掘
っ
て
焚
火
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
、
周
囲
の
獣
骨
片

　
　
や
貝
殻
も
焼
け
て
い
た
。
そ
こ
で
、
焚
火
に
よ
っ
て
旧
埋
葬
の
人
骨
が
偶
然
焼
け
て
し

　
　
ま
っ
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
〔
清
野
一
九
二
〇
‥
四
一
～
四
二
〕
。

（
7
）
　
土
肥
直
美
・
田
中
良
之
は
、
九
州
の
古
墳
時
代
に
少
数
み
ら
れ
る
抜
歯
習
俗
（
一
〇

　
　
三
体
の
う
ち
二
四
体
が
抜
歯
し
て
い
た
）
に
つ
い
て
、
服
喪
の
抜
歯
で
、
そ
の
意
味
は

　
　
中
小
豪
族
の
家
父
長
権
の
継
承
儀
礼
に
あ
る
と
み
て
い
る
〔
土
肥
・
田
中
一
九
八
八
‥
二

　
　
〇
九
～
二
一
二
〕
。
そ
う
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
人
歯
・
骨
を
抜
き
取
り
装
身
具
に
か
え
る

　
　
の
と
類
似
し
た
思
考
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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ー
い
わ
ゆ
る
再

　
葬
墓
制
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
東
日
本
の
弥
生
墓
制
ー
再
葬
墓
と
方
形
周
溝
墓
ー
』
第
九

　
回

三
県
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
‥
七
四
四
～
七
四
九
、
群
馬
県
考
古
学
研
究
所
・
千
曲
川
水
系
古

　
代
文
化
研
究
所
・
北
武
蔵
古
代
文
化
研
究
会
。

金
関
丈
夫
　
一
九
五
七
「
洗
骨
」
『
世
界
大
百
科
事
典
』
一
七
、
平
凡
社
（
一
九
八
二
『
考

　
古
と
古
代
』
一
四
三
～
一
四
七
、
法
政
大
学
出
版
局
）
。

　
　
　
　
・
坪
井
清
足
・
金
関
恕
　
一
九
六
一
「
山
口
県
土
井
浜
遺
跡
」
『
日
本
農
耕
文
化

　
の

生
成
』
本
文
篇
‥
二
二
三
～
二
五
三
、
東
京
堂
。

　
　
　
　
　
一
九
六
三
「
発
掘
か
ら
推
理
す
る
」
二
、
土
井
ケ
浜
の
英
雄
、
朝
日
新
聞
西
部

　
版

（
一
九
八
二

『
考
古
と
古
代
』
五
～
八
、
法
政
大
学
出
版
局
）
。

金
子
拓
男
編
　
一
九
八
三
『
緒
立
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
黒
埼
町
教
育
委
員
会
。

清
野
謙
次
　
一
九
二
〇
「
備
中
国
浅
口
郡
大
島
村
津
雲
貝
塚
人
骨
報
告
」
『
京
都
帝
国
大
学
文

　
学
部
考
古
学
研
究
報
告
』
五
”
二
九
～
六
三
。

工
楽
善
通
　
一
九
七
〇
「
農
耕
文
化
の
伝
播
」
『
古
代
の
日
本
』
7
、
関
東
‥
二
五
～
三
七
、

　
角
川
書
店
。

小
金
井
良
精
　
一
九
三
三
「
安
房
神
社
洞
窟
人
骨
」
『
史
前
学
雑
誌
』
五
ー
一
二
～
二
九
。

国
分
直
一
　
一
九
七
二
『
日
本
民
族
文
化
の
研
究
』
四
三
四
～
四
八
一
、
慶
友
社
。

後
藤
和
民
　
一
九
七
〇
「
加
曽
利
北
貝
塚
人
骨
の
埋
葬
」
『
加
曽
利
貝
塚
』
皿
‥
二
〇
四
～

　
二
一
三
、
中
央
公
論
美
術
出
版
。

坂

田
邦
洋
　
一
九
八
〇
『
岩
戸
遣
跡
』
広
雅
堂
。

笹
沢
　
浩
　
一
九
八
七
「
長
野
県
」
『
日
本
考
古
学
年
報
』
三
八
（
一
九
八
五
年
度
版
）
二

　
五
五
～
一
六
四
。

笹
川
一
郎
・
高
橋
正
志
　
一
九
八
三
「
人
骨
」
『
緒
立
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
九
六
～
一

　
〇
二
、
図
版
四
一
。

佐
藤
由
紀
男
　
一
九
八
五
「
静
岡
県
三
ケ
日
町
殿
畑
遺
跡
出
土
の
土
器
に
つ
い
て
（
下
）
」
『
古

　
代
文
化
』
三
七
ー
一
二
七
～
二
六
。

佐
原
　
眞
　
一
九
七
五
「
海
の
幸
と
山
の
幸
」
『
日
本
生
活
文
化
史
』
一
、
日
本
的
生
活
の

　
母
胎
…
一
二
～
四
四
、
河
出
書
房
新
社
。

ー
ー
　
　
一
九
七
六
『
弥
生
土
器
』
日
本
の
美
術
、
一
二
五
、
至
文
堂
。

設
楽
博
己
　
一
九
八
八
a
「
再
葬
墓
研
究
の
現
状
と
課
題
」
『
考
古
学
雑
誌
』
七
四
ー
二
”

　
一
〇
八
～
一
〇
九
。

　
　
　
　
　
一
九
八
八
b
「
群
馬
県
の
再
葬
墓
と
そ
の
関
連
遺
跡
」
『
東
日
本
の
弥
生
墓

　
制
ー
再
葬
墓
と
方
形
周
溝
墓
ー
』
第
九
回
三
県
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
‥
二
九
〇
～
三
四
八
。

　
　
　
　
　
一
九
九
一
「
最
古
の
壼
棺
再
葬
墓
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三

　

六

二
九
五
～
二
三
八
。

杉
原
荘
介
　
一
九
六
七
「
群
馬
県
岩
櫃
山
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
墓
祉
」
『
考
古
学
集
刊
』
三

　
－
三
二
二
七
～
五
六
。

　
　
　
　
・
戸
沢
充
則
・
小
林
三
郎
　
一
九
六
九
「
茨
城
県
殿
内
（
浮
島
）
に
お
け
る
縄
文
・

　
弥
生
両
時
代
の
遣
跡
」
『
考
古
学
集
刊
』
四
ー
三
二
三
二
～
七
一
。

　
　
　
　
・
大
塚
初
重
　
一
九
七
四
『
千
葉
県
天
神
前
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
墓
祉
群
』
明

　
治
大
学
文
学
部
研
究
報
告
　
考
古
学
、
四
。

　
　
　
　
　
一
九
八
一
『
栃
木
県
出
流
原
に
お
け
る
弥
生
時
代
の
再
葬
墓
群
』
明
治
大
学
文

　
学
部
研
究
報
告
　
考
古
学
、
八
。

鈴
木
　
尚
　
一
九
三
五
「
石
器
時
代
貝
塚
出
土
の
獣
骨
片
に
つ
い
て
」
『
人
類
学
雑
誌
』
五
〇
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’

　

ー
三
‥
三
四
～
四
一
。

　
　
　
　
　
一
九
三
八
「
日
本
石
器
時
代
人
骨
の
利
器
に
よ
る
損
傷
に
就
て
」
『
人
類
学
雑
誌
』

　

五
三
－
七
‥
一
～
三
三
。

　
　
　
　
　
一
九
六
六
「
弥
生
時
代
の
食
人
に
つ
い
て
」
『
日
本
人
類
学
会
・
日
本
民
族
学

　
会
連
合
大
会
第
二
〇
回
紀
事
』
　
一
三
五
～
一
三
七
。

　
　
　
　
　
一
九
六
〇
『
骨
』
学
生
社
。

　
　
　
　
　
一
九
七
五
「
闘
争
に
よ
り
損
傷
さ
れ
た
三
個
の
人
骨
」
『
人
類
学
雑
誌
』
八
三
ー

　

三
…
二
六
九
～
二
七
七
。

　
　
　
　
　
一
九
八
三
『
骨
か
ら
見
た
日
本
人
の
ル
ー
ツ
』
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
。

須
藤
　
隆
　
一
九
七
九
「
東
日
本
に
お
け
る
弥
生
時
代
初
頭
の
墓
制
に
つ
い
て
」
『
文
化
』
四

　

三
ー
一
・
二
二
二
七
～
七
二
。

ー
ー
・
田
中
　
敏
編
　
一
九
八
四
『
福
島
県
会
津
若
松
市
墓
料
遺
跡
一
九
八
〇
年
度

　
発
掘
調
査
報
告
書
』
会
津
若
松
市
教
育
委
員
会
。

関
　
孝
一
　
一
九
六
七
「
東
信
濃
鳥
羽
山
洞
穴
に
お
け
る
古
代
祭
祀
遺
跡
」
『
考
古
学
雑
誌
』

　
五
ニ
ー
三
‥
四
五
～
五
九
。

関
　
雅
之
・
田
中
耕
作
・
石
川
日
出
志
・
阿
部
朝
衛
・
増
子
正
三
　
一
九
八
二
『
村
尻
遺
跡

　

1
』
新
発
田
市
教
育
委
員
会
。

田

中
　
國
男
　
一
九
四
四
『
縄
文
式
弥
生
式
接
触
文
化
の
研
究
』
田
中
國
男
博
士
遺
著
刊
行

　
会
。

田
中
　
琢
　
一
九
九
一
『
倭
人
争
乱
』
日
本
の
歴
史
2
、
集
英
社
。

寺
門
之
隆
・
嶋
田
武
男
・
多
賀
谷
昭
・
石
井
み
き
子
　
一
九
七
八
「
森
の
宮
遣
跡
出
土
人
骨
」

　
『
森
の
宮
遺
跡
　
第
三
・
四
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
一
六
六
～
一
七
〇
、
難
波
宮
趾
顕
彰
会
。

寺
村
光
晴
・
青
木
重
孝
・
関
　
雅
之
編
　
一
九
八
七
『
史
跡
寺
地
遺
跡
』
青
海
町
。

戸
沢
充
則
・
堀
部
昭
夫
　
一
九
六
八
「
帝
釈
寄
倉
岩
陰
遺
跡
の
第
三
次
・
第
四
次
調
査
」
『
帝

　
釈
峡
遺
跡
群
の
調
査
研
究
』
三
‥
七
～
一
三
、
帝
釈
峡
骨
跡
群
発
掘
調
査
団
。

土
肥
直
美
・
田
中
良
之
　
一
九
八
八
「
古
墳
時
代
の
抜
歯
風
習
」
『
日
本
民
族
・
文
化
の
生

　
成
』
一
‥
一
九
七
～
一
二
五
、
六
興
出
版
。

外
山

和
夫
・
宮
崎
重
雄
・
飯
島
義
雄
　
一
九
八
九
「
再
葬
墓
に
お
け
る
穿
孔
人
歯
骨
の
意
味
」

　
『
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
』
一
〇
”
一
～
三
〇
。

永
峯
光
一
　
一
九
八
二
「
鳥
羽
山
洞
穴
遺
跡
」
『
長
野
県
史
』
考
古
資
料
編
・
主
要
遺
跡
（
北
・

　
東
信
）
‥
七
四
八
～
七
六
一
、
長
野
県
史
刊
行
会
。

中
村
喜
代
重
　
一
九
九
一
「
綾
瀬
市
上
土
棚
遺
跡
第
3
次
調
査
」
『
第
1
5
回
神
奈
川
県
遺
跡

　
調
査
・
研
究
発
表
会
発
表
要
旨
』
四
八
～
五
一
、
神
奈
川
県
考
古
学
会
。

西
沢
寿
晃
・
小
松
　
崖
　
一
九
七
八
「
長
野
県
佐
久
市
月
明
沢
遺
跡
発
掘
資
料
に
つ
い
て
」

　
『
長
野
県
考
古
学
会
誌
』
三
一
二
二
二
～
三
七
。

芳
賀
英
一
　
一
九
八
六
『
下
谷
ケ
地
平
B
・
C
遺
跡
』
国
営
会
津
農
業
水
利
事
業
関
連
遺
跡

　

調
査
報
告
、
w
、
福
島
県
教
育
委
員
会
。

春
成
秀
爾
　
一
九
八
六
「
弥
生
時
代
」
『
図
説
発
掘
が
語
る
日
本
史
』
二
（
関
東
・
甲
信
越

　
編
）
‥
一
一
六
～
一
五
六
、
新
人
物
往
来
社
。

　
　
　
　
　
一
九
八
七
「
抜
歯
」
『
弥
生
文
化
の
研
究
』
八
、
祭
と
墓
と
装
い
‥
七
九
～
九

　
〇
、
雄
山
閣
。

　
　
　
　
　
一
九
八
八
「
埋
葬
の
諸
問
題
」
『
伊
川
津
遺
跡
』
三
九
五
～
四
二
〇
、
渥
美
町

　
教
育
委
員
会
。

　
　
　
　
　
一
九
八
九
「
叉
状
研
歯
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
＝
八
七

　
～
二
二
七
。

　
　
　
　
　
一
九
九
一
「
人
骨
製
腕
輪
」
『
考
古
学
雑
誌
』
七
六
ー
四
‥
八
七
～
九
六
。

馬
場
悠
男
・
茂
原
信
生
・
阿
部
修
二
・
江
藤
盛
治
　
一
九
八
六
a
「
根
古
屋
遺
跡
出
土
の
人

　
骨
・
動
物
骨
」
『
霊
山
根
古
屋
遺
跡
の
研
究
』
九
三
～
一
二
二
、
霊
山
町
教
育
委
員
会
。

　
　
　
　
・
　
　
　
　
・
大
竹
憲
治
　
一
九
八
六
b
「
根
古
屋
遺
跡
出
土
の
穿
孔
さ
れ
た
人

　
骨
・
歯
装
身
具
に
つ
い
て
」
『
霊
山
根
古
屋
遺
跡
の
研
究
』
一
一
四
～
一
二
〇
。

林
　
茂
樹
　
一
九
八
三
「
野
口
遺
跡
」
『
長
野
県
史
』
考
古
資
料
編
、
主
要
遺
跡
（
南
信
）
‥

　
八
九
四

～
八
九
七
、
長
野
県
史
刊
行
会
。

樋
口
昇
一
　
一
九
八
三
「
大
明
神
遺
跡
」
『
長
野
県
史
』
考
古
資
料
編
、
主
要
遺
跡
（
中
信
）
‥

　
一
七
四
～
一
八
三
、
長
野
県
史
刊
行
会
。

平
野
進
一
　
一
九
八
八
「
群
馬
県
」
『
日
本
考
古
学
年
報
』
三
九
（
一
九
八
六
年
度
版
）
二

　
一
九
～
一
二
六
。

蛭
間
真
一
・
中
里
　
敬
・
森
本
岩
太
郎
ほ
か
　
一
九
七
八
『
上
敷
面
遺
跡
』
深
谷
市
埋
蔵
文

　
化
財
調
査
報
告
書
。

藤
下
昌
信
・
高
木
博
彦
　
一
九
八
〇
「
成
田
市
内
の
古
墳
」
『
成
田
市
史
』
原
始
古
代
編
‥

　
三
八
九
～
四
四
九
、
成
田
市
。

星

田
享
二
　
一
九
七
二
「
東
日
本
弥
生
時
代
初
頭
の
土
器
と
墓
制
」
『
史
館
』
七
‥
一
〇
～

　
五
二
。

前
沢
輝
政
　
一
九
五
五
「
栃
木
県
佐
野
市
八
幡
山
古
墳
調
査
概
報
」
『
古
代
』
　
一
六
”
一
～

　
＝
ハ
。
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宮
崎
重
雄
・
外
山
和
夫
・
飯
島
義
雄
　
一
九
八
五
「
日
本
先
史
時
代
に
お
け
る
ヒ
ト
の
骨
お

　
よ
び
歯
の
穿
孔
に
つ
い
て
ー
八
束
脛
洞
窟
遺
跡
資
料
を
中
心
に
ー
」
『
群
馬
県
立
歴
史
博

　
物
館
紀
要
』
六
‥
七
七
～
一
〇
八
。

物
井
古
墳
発
掘
調
査
会
　
一
九
八
二
『
物
井
1
号
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
四
街
道
市
教
育
委

　
員
会
。

森
島
　
稔
　
一
九
八
二
「
幅
田
遺
跡
」
『
長
野
県
史
』
考
古
資
料
編
、
主
要
遺
跡
（
北
・
東

　
信
）
二
二
九
～
一
四
〇
、
長
野
県
史
刊
行
会
。

森
本
岩
太
郎
・
小
片
丘
彦
・
小
片
保
・
江
坂
輝
弥
　
一
九
七
〇
「
受
傷
寛
骨
を
含
む
縄
文

　
早
期
の
二
次
埋
葬
例
」
『
人
類
学
雑
誌
』
七
八
ー
三
…
二
三
五
～
二
四
四
。

　
　
　
　
　
　
一
九
八
八
「
本
州
北
端
に
お
け
る
縄
文
時
代
後
期
改
葬
甕
棺
内
人
骨
に
つ
い

　

て
」
『
日
本
民
族
・
文
化
の
生
成
』
＝
五
五
～
七
六
、
六
興
出
版
。

八
木
久
栄
編
　
一
九
七
八
『
森
の
宮
遺
跡
　
第
三
・
四
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
難
波
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The　System　of　Reburial　in　the　Yayoi　Period

HARuNARI　Hideji

　　In　the　early　Yayoi　period　in　eastern　Japan，　there　existed　a　common　rel）urial　system，

in　which　the　body　was　ossi丘ed　by　some　method　or　other，　and　some　of　the　bones　were

placed　in　a　jar　to　be　buried．　The　various　sites　considered　to　be　connected　with　reburial

show　a　wealth　of　variety，　because　various　stages　of　the　reburial　process　have　remained

at　di∬erent　sites．

　　Reburial　followed　the　following　processes：burial，－exhumation，－bone　selection，－

placement　in　a　jar　co伍n，　and　reもurial　in　cemetery，－burning　o正the　remaining　bones．

It　also　took　the　fo110wing　form：immediate　dissection　without　burial，－bone　selec・

tion，－etc．　The　body　was丘rst　separated　into　bones　and　Hesk；then　the　bones　were

fragmented　by　splitting　or　burning．　Fragmenting　the　bones　to　leave　no　trace　of　their

original　shape　may　show　the　intention　of　prev印ting　the　resurrectioll　of　the　dead，

possessed　by　a　dead　spirit　or　an　evil　spirit．　In　other　words，　there　existed　an　inordinate

fear　of　the　dead　and　other　spirits　in　this　period．

　　Also，　at　this　time，　accessories　made　of　human　teeth　or丘nger　bones　were　fashionable．

The　materials　were　taken　froln　dead　persons　and　pierced　through，　but　this　fashion

seems　to　have　been　limited　to　certain　people．　They　apparently　wore　the　accessories　as

asymbol　of　succession　to　the　status　or　position　occupied　by　the　dead　person　before

death．

　　Analysis　of　reburial　graves　shows　that　a　cemetery　was　composed　of　many　small　gr皿ps，

with　ten　graves　or　so　in　each　group．　Therefore，　it　is　deduced　that　the　unit　of　the　small

group　was　successive　generations　of　the　same　family．

　　Reburial　graves　came　to　an　end　aro皿d　the　middle　of　the　Middle　Yayoi　period，

replaced　by　square　mo皿d　buria1．　However，　examples　of　reburial　are　known　from　Kofun

of　the　6th　century；so　it　can　be　supposed　that　identi丘cation　has　merely　been　delayed，

because　of　the　scarcity　in　the　Later　Yayo輌period　of　graves　that　conserved　human　bones．
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